
－２１２－

年号 日本銀行 金融一般

昭和20年

(1945年）

換・預金の取扱い等に関し部局長会議を開

催

11.15出納局を復活(発券局から分離）

11.24朝鮮銀行･台湾銀行等閉鎖5機関(いずれ

６銀行)の特殊整理人(消算人)に指定され

る

11.25ポツダム宣喬の受諾に伴い発する命令

に関する勅令に基づく大蔵省令により日本

銀行法の一部改正(日本銀行出資金に関す

る外'五1人の制限規定を削除、定款改正）

１２．７ｐ本銀行制度改正準備委員会､Ｈ本銀行

法改正要綱を大蔵大臣に答申

１２．７孤需関係謝求権の決済金受入れのため、

受取人名義の封鎖預金勘定をＨ本銀行に護

iZi

12.15統計局設置

12.17大蔵省、ＧＨＱ指令(11Ｕ)に基づき日本

銀行に対し金融機関に関する定期報告響の

ＧＨＱあて挺出を求める

12.27日本銀行、印度支那銀行東京支店の業

務･財産の管理人となる(以後、同様措置の

対象先拡大）

１２．５大蔵省、省議により金触制度調査会(第

１次)を設置

12.11国償郵便貯金規ＨＩ廃止(12月１日から適

用）

12.17来京において株式の楽団売買市場の立

会い開飴(以後、全国各地に波及）

12.20国債貯金親ⅡⅡ廃｣上

12.22貿易資金設置に関する法律公布施行(２１

年３月25日、貿易資金特別勘定を設置）

12.26金融制度調査会､金触制度整lii改善の基

本方針につき中間報告をまとめる

12.27束京銀行協会、土硴日半休制を決定

12.29戦争ﾀﾋﾟ亡傷審保険法及び戦時特殊孤害

保険法廃止等に関する法律公布施行

昭和21年

(1946年）

1.10金駐制度調査会､日本銀行制度改正要綱

を答申

1.１０日本銀行､22WI鎖機関の会:|･代理人とな

る(27年３月末まで）

1.18高率適用制度を復活(調整率適１１]先以外

の普通銀行に適用）

1.19日本銀行、財産税創設をめぐＩ)、伺税の

収入金は日本銀行保有国偵の償却に充当す

べきであると主張

２．８新木総裁､銀行界に対しインフレ防止の

ため長期固定賃の回収を要望する一方､生産

増強資金はできる限り便宜を供与.する旨言明

2ｊ２宮崎駐在員事務所開設

2.15福井駐在貝事務所開設

2.16金融界代表を招致し金触緊急捲置の説明

会を開催(17日は業界扣当者への4i務税明会）

2.17ｐ本銀行券預入令･Ｉ可施行規ⅡＩ公布施行

(25日以降３月７日までに十円券以上の銀行

券を金融機関に預入させ､－定額に限り新銀

1.10金融制度調交会､金融に関する制度並び

に迎衛の共通的基本原則に関し答申

1.23金融制度調在会､貿易金融制度に関し答

申

1.29ＧＨＱ、預金部資金･iiIi易生命保険･郵便

年金関係資金の運用に関し指令

1.30産金法に基づく金買上げ価格引上げ(１

グラム3円85銭→17円、２０日から適lij）

1.31金触制度調査会､特別銀行制度の改革等

に関し答申

２．１大蔵省､預金等便宜代払に関する債務引

受命令等非常金融対策関係諸命令を廃｣ｋ

2.17金触緊急措置令・同施行規ＨＩ公布施行

(金融機関の預金等を封鎖､とくに定める場

合を除きその支払いを禁止）

2.17臨時財産調査令公布施行
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償発行の許可制、１１Z鑑補償の封鎖等）

11.24ＧＨＱ、食綱･綿花.石油および塩の輸

入を許可

11.24ＧＨＱ、爪人．閉鎖機関役職貝への恩

給・年金等の支給停止を指令

11.3,農業生産統制令.小作料統制令等廃止

１２．３失業対莱委日会官制公布施行

１２．９ＧＨＱ、農地改革を指令

12.14貿易庁官制・石炭庁官制公布施行

12.17衆議院議且選挙法改正公布施行(婦人

参政・大選挙区制など）

12.18ポーレー､日本からの賠償即時実施計

画(中間報告)を大統領に提出

12.20国家総動員法および戦時緊急措置法

廃止法律公布(21年４月１日施行）

12.21石油業法･軍需会社法等14法律廃止法

律公布(21年１月16日施行）

12.22労働組合法公布(21年３月１日施行）

12.29農地調整法中改正公布(21年２月１日お

よび４月１日施行、第１次農地改革）

１．１天皇、神格否定宣言(詔誘）

１．４ＧＨＱ、軍国主義的指導者の公職追放

を指令

1.10政府、財産税･個人財産増加税･法人

戦時利得税の3法案要綱を発表

1.15ＧＨＱ、会社配当制限に関し指令

1.20ＧＨＱ､第１次賠償予定物件を指定(389

工場）

1.21ＧＨＱ、政府の借入れならびに支払削

減に関し指令

1.26政府､経済危機緊急対蛾実施要綱を閥

識決定

２．８政府、生産地強方莱大綱を閣議決定

２．１６政府、経済危機緊急対策を発表(食

樋・物資・通貨・物価・就業対策などの

総合施策）

2.17食糧緊急措置令･隠匿物資等緊急措置

令公布施行

2.28公職に関する就職禁止・退官･退職等

に関する件(公職追放令)公布施行

１２．２フランス､フランス銀行および大銀行

・の国有化法制定(1946年１月１日実施）

１２．６米英金触協定成立

12.26フランス､平価切下げ(１ドル＝50フラ

ン→119フラン）

12.27プレトン・ウツズ協定(国際通貨基

金･国際復興開発銀行に関する協定)発効

1.１０国際連合、第１回総会をロンドンで開

催

2.14イングランド銀行国有化法成立(３月１

日実施）

2.2Ｏソ連、千島・南樺太の領有を宣言(ソ

連股高会議布告）

2.26連合国、極東委貝会の第１回会合をワ

シントンで開催

幣
原

轡
軍
郎

渋
沢
敬
三

（
第
十
七
代
｝
新

木
栄

士
回



－２１４－

年号 日本銀行 金融一般

昭和21年

(1946年）

行券を発行、１日銀行券は３月３日以降強制通

用力を失う）

2.18佐賀駐在貝班務所開設

2.2O日本銀行券預入令の特例の件公布施行

(旧銀行券に所定の証紙をはり付けたもの

は新銀行券とみなす）

2.201日銀行券にはり付ける証紙(1000円･200

円・100円・’0円)の様式告示

2.20山口駐在員事務所開設

2.22日本銀行券預入令施行規則の一部改正

公布施行(預入銀行券の券種に五円券をi動ﾛ）

2.25証紙貼付銀行券(S券)を発行

2.25大津駐在員事務所開設

３．１日本銀行券(A)百円券･(A)十円券を発行

３．３銀行券の引換えのため日昭臨時営業

３．８日本銀行券(Ａ)五円券を発行

3.11清算事務室を閉鎖機関処理部と改称

3.16工業手形等物資の生産移動の裏付けの

ある手形を商業手形に準じ優遇することを

決定

3.2Ｏ日本銀行券(Ａ)－円券を発行

４．９公定歩合引上げ(貸付利子歩合をすべて

日歩1厘、当座賃趣利子歩合を日歩2厘引上

げるとともに、商業手形割引歩合を商業手

形もしくは商業手形に準ずる手形の割引歩

合に改める、同金利は据置き）

4.16特定銀行に対する調整率適用を廃止(す

べて高率適用手続の対象とする）

5.15指定融資処理部廃止

5.20浦和駐在貝事務所開設

６．１新木総裁辞任､第18代総裁に一万田尚登

が就任

６．１製糸業者の脳繭手形に対する優遇措掴

を実施

6.20連合噸住宅関係資金にかかる交易営団

振出手形の優遇措磁を実施

７．８輪出向綿製品加工賃手形を商業手形に

準じ再割引実施

7.11駐在員Plf務所を事務所と改称

7.17日本興業銀行の復興資金融通手形を担保

３．５小額紙幣五十銭券を発行

3.22大蔵省､金融緊急措世令に基づき金融機

関の融資総額を３月20日現在残高以内に制

限(８月11日解除）

3.31金融緊急措置令施行規則一部改正公布

され、預金払戻し制限強化(４月１日施行）

４．２金融団体協議会結成

４．３ＧＨＱ､政府の行う俄務保証の禁止･補助

金交付の制限に関し指令

４．５ＧＨＱ、金融機関指定制度および強制賃

付制度の撤廃を指令

5.13水HIH会加盟銀行、手形貸付金利の日歩２

厘引上げを申合せ(戦後初の協定）

5.24軍需金触等特別措置法を銀行法特例法

に改め、指定金融機関を廃止(即日施行）

6.20大蔵省､事業者の事業資金に充てるため

の封鎖預金払戻しを原則として禁止

6.21大蔵省､有価証券購入のための封鎖預金

払戻しを原則として禁止

6.285大銀行、綿業再開資金の供給を決定

７．９迎合国軍の発行するＡ号円表示軍票の

取締等に関する件公布(10日施行､邦人の収

受．所持を禁止）

7.22ＧＨＱ､米系銀行の在日支店の再開を許可
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３．３物価統制令公布(いわゆる｢3.3価格体

系｣､大部分即日施行､価格等統制令廃止）

４．１ポーレー最終報告書作成

４．５連合国、初の対日理蕊会開催

4.10第２２回衆議院議員総選挙(新選拳法に

よる）

4.20持株会社整理委貝会令公布施行(8月

27日発足）

4.22幣原内閣総辞職

4.24沖細民政府創設

4.25極束委貝会、日本の食樋輸入を承認

4.27会社配当等禁止制限令公布施行

4.30青果物等統制令公布施行

５．３極東国際軍事裁判(東京裁判)開始

5.1９いわゆる食轍メーデー開lMi

5.22第１次吉田茂内閣成立

6.12米国陸軍省､日本の産業武装解除に関

する勧告を発表

6.13政府、社会秩序維持･食柧危機突破．

生産管理否麗に関する声明を発表

6.15復員庁設詮

6」９化学肥料の緊急増産の件公布施行

6.20貿易等臨時措冠今公布施行

7.24政府､戦時補償の全面的打切りを閣議

決定

３．８１ＭFおよび世銀設立のための国際会

識開催(19日まで）

4.19国際連盟解散

4.25米国、公定歩合引下げ、1.5→1％

6.25世界銀行開業

7．４フィリピン共和国独立

7．５オランダ首相、銀行国有化を言明
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－２１６－

年号 日本銀行 金融一般

昭和21年

(1946年）

とする貸付手続を制定

ａｌ旭Ⅱ|事務所・帯広事務所開設

８．９金融機関経理応急措置法実施_'二の混乱

を避けるため、指定時以降の新規貸付に対

する高率適用を一時停止

8.12-万m総裁､戦時補償打切りに伴う経済

界の再建整備にあたり日本銀行の方針を発表

8.21補償打切り関係事務の行内連絡調繋の

ため補償善後措置委員会を設樋

8.30スタンプ手形制度実施(緊要な生産部門

の運転資金優遇措置）

8.30貿易手形制度実施(輸出物資製造．集荷

資金等の貿易金融の優遇措置）

１０．２総裁、「通貨金融の基本政策に関する所

見｣をＧＨＱに提出

1ｑｌ４公定歩合引上げ(商業手形割引歩合1厘

引上げ、１銭）

10.18証券局を復活

10.28貯蓄推進部設置

10.-来京実際物価指数(生産財)を９月分から

作成(後の来京闇物価指数く生産財＞､生産

財閥及び自由物価指数）

１１．１青森事務所を支店に昇格

１１．４本店内に通貨安定対簾本部の21f務局お

よび|可本部の諮問機関として通貨安定対策

委貝会を設侭(支店･事務所は地方通貨安定

推進委貝会の事務局を担当）

11.13臨時調在室設置(国際経済への復帰問題

等を調査・研究のため）

11.29輪出向生糸集荷資金融通手形(生糸手

形)の優遇措置を実施

８．１１１本興業銀行の復興融資開始(政府、複

興金磯金庫開業までの措置としてＩ可行に依

頓）

8.10臨時通貨法の一部改正公布施行(五十銭

貨を追加）

8.11金融緊急措置令施行親ＨＩ－部改正公布

施行(封鎖預金を第１封鎖・第２封鎖に区

分、一定額以上の預金等を第２封鎖とし払

戻し制限を強化）

8.15金融機関経理応急措置法公布施行(戦時

補償打切りに伴う扱失処理のため､８月１１日

午前0時において新旧勘定に区分）

9.25法人に対する政府の財政援助の制限に

関する法律公布施行

9.30連合I宝１ｍの発行するドル表示氷票の取

締等の件公布施行

１０．７衆議院本会議において通貨安定に関す

る決議案を可決

108復興金融金庫法公布(30日施行）

10.11閣議で貯蓄連動の展開を決定､大蔵省は

救国貯蓄増強方簸を発表

1ｑｌ９金融機関再建塾ｲii法公布(30日施行）

10.25復興金触金庫および産業復興営閲の出

資払込金支弁のため公債発行に関する法律

公布施行

１１．４救国貯蓄迎動展開のため衆議院内に通

貨安定対策本部、都道府県ごとに地方通貨

安定推進姿貝会を設漉

11.8～９大蔵省､金融機関店舗行政につき通達

(貯蓄増強のため下級店舗増設方針）

11.13貿易資金特別会計法公布(23日施行）

11.18大蔵省預金部等損失特別処理法公布(２２

年12月３日施行）

11.22会計法戦時特例廃止等に関する法律公

布施行

11.28貯蓄推進翅inlJ｣その施設として割増金付

定期預金・金銭信託の募架を決定



昭和２１年
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政治・経済等 海外
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大
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大
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８．６ＧＨＱ、各種統制会の解散を指令

0.12政府､戦後経済再建整備に関する措置

大綱を発表

8.12経済安定本部令･物価庁官制公布施行

8.15会社経理応急措置法公布施行

8.1B経済団体連合会発足

９．１租税特別措證法公布

９．６持株会社整理委貝会、三井･三菱･住

友の各本社等5社を持株会社に指定(その

後追加）

９．９生活保護法公布(10月１日施行）

9.27労働関係調整法公布(10月13日施行、

労働争議調停法廃止）

9.28地代家賃統制令公布(10月１日施行）

9.28重要産業団体令等廃止

１０．１臨時物資需給調整法公布施行(戦後物

資統制の基本法）

１０．４政府､昭和21年度下期石炭危機突破対

策を決定

10.19戦時補償特別措in法公布(30日施行、

戦時補償打切り）

10.19企業再建整術法公布(30日施行）

10.21農地調整法の一部改正･自作農創設特

別措置法公布(前者11月22日､後者12月2９

日施行、第２次農地改革）

10.21産業復興常団法公布(－部を除き11月

10日施行）

１１．１第１回国民体育大会(国体)開催

１１．３日本国憲法公布(22年５月３日施行）

１１．３大赦令・減刑令・復権令公布

11.11商工協同組合法公布(12月１日施行､商
エ組合法廃止）

11.12財産税法公布(20日施行）

11.12政府露当用漢字(1850字)と新かなづか

いをＭ１議決定(16日告示）

11.20臨時物資需給調整法に基づく指定牛

産資材割当手続規程公布施行(石炭･鉄等

17品目を指定）

11.2Ｏ日本商工会議所発足

11.25会社の証券保有制限等に関する勅令公

9.271ＭＦ・世銀第１回年次総会開催(ワシ

ントン）
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－２１８－

年号 日本銀行 金融一般

昭和21年

(1946年） 12.18総裁、通貨審議会栂想を発表

12.28金融制度調交合､通貨発行規制暫定措撹

に関する決議を答申

12.11金融制度調査会官制公布施行(第２次金

融制度調交会の発足）

12.17束京銀行設立(横浜正金銀行の新勘定を

継承、２２年１月４日開業）

12.29食樋管理特別会計法の一部改正法律公

布(22年２月１日施行､食租買入代金の支払い

に農林中央金庫への前渡制を採用）

昭和22年

(1947年）

1.15融資斡旋委員会設置

1.20融資斡旋要領を支店に通知(融資斡旋の

開始）

２．５復興金融慣担保貸出を国債担保貸出な

みに優遇することを決定

2.13大蔵省､復興金融債の市中未消化分の日

本銀行引受けを要請

2.22貸出規制方針につき支店に通知

３．１新高率適用制度を実施

3.15日本銀行の農地証券の交付および元利

金支払に関する特別取扱に関する件公布施

行

４．１日本銀行法の一部を改正する等の法律

公布(５月３日・一部23年１月21日施行、銀行

券の発行限度は通貨発行審議会の議決に基

づき閣議を経て決定するなど）

４．１証券業者･短資業者に高率適用制度を通

1.18開拓者資金融通法･開拓者資金融通特別

会計法各公布(いずれも２月１日施行）

1.18有価証券の処分の調整等に関する法律

公布(６月18日施行､証券処理;鳳整協議会殻Hf）

1.24復興金融金庫設立(25日開業）

1.24金融緊急措磁令施行規ＨＩ－部改正公布

施行(定期的給与の自由支払限度額の引上If）

1.31金融緊急措冠令施行規則一部改正公布

施行(少額所得者の生活費および教育饗の

自由支払限度額の引上げ）

2.17金融制度調交会､金融機関再建整lili暫定

要領を答申

2.22昭和21年度一般会計終戦処理費の財源

に充てるための借入金に関する法律公布施行

2.28政府、産業資金供給措置要綱を決定

３．１大蔵省、金融機関資金融通準則･貸出優

先順位表を告示(融資規制の開始）

３．１資金融通準ＨＩ適用金融機関､融資最高限

度を自由預金墹加額の50％とする旨申合せ

３．５金融制度調査会､商工組合中央金庫法中

改正法律案要綱を答申

3.10閉鎖機関令･閉鎖機関整理委員会令各公

布施行(外地銀行･外国銀行および特別戦時

機関閉鎖の件廃止）

3.28日本証券取引所の解散等に関する法律

公布(４月16日施行)、証券取引法公布(証券

取引委員会関係のみ７月23日施行､その他は

施行されず）

3.31財政法公布(大部分４月１日施行、公憤発

行・借入金の制限、日本銀行引受による公

償発行の禁止等）

3.31公債金特別会計法廃止

４．１金融機関債券発行特例法公布施行

4.15銀行法等特例法施行令一部改正公布施

行(貯蓄銀行の業務制限を緩和）

4.30金融緊急措置令施行規則改正(定期的緒

与の自由支払限度枠の撤廃など）



昭和21年～昭和22年

（1946年～1947年）

－２１９－

政治・経済等 海外

首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

布施行

12.12石炭委貝会(首相の私的諮問機関)､石

炭超璽点を提I】且

12.14束京商工会議所設立

12.27政府､石炭の集中生産をはじめとする

基礎物資需給計画ならびにその実施要領

(傾斜生産方式)を閣議決定

12.29増加所得税法公布施行

1.16内閣法･皇室典範･皇室経済法公布(５

月３日施行）

1.28賠償計画再評価のためストライク調

査団来日

1.31マッカーサ一元帥、2.1ゼネストの中

止を指令

2.18ストライク調査団、第１次報告を発表

2.24参議院議且選挙法公布施行

3.15束京都､区制を整理統合(35区→22区、

なお８月１日練馬区を新設､23区制となる）

3.26統計法公布(５月１日施行）

3.31所得税法改正･法人税法改正等公布(４

月１日施行論申告納税制度の採用等税制の

大幅改正）

3.31会計法改正公布(－部を除き４月１日施

行）

3.31教育基本法公布施行

3.31学校教育法公布(４月１日施行、６．３．

3制の採用）

3.31衆議院解散

3.31衆議院議員選挙法改正公布施行

４．４米国統合参謀本部､マッカーサー元帥

に中間賠償取立てに関する指令を発する

４．７労働基単法･労働者災害補償保険法公

布(いずれも９月１日施行）

4.8船舶公団法公布(４月17日施行）

12.14国連総会、軍縮憲章を可決

12.181ＭF、加盟国の第１次平価設定(35か

国、日本円は１ドル＝360円、1953年５月1１

日IMF理事会で平価正式決定・登録）

1.15英仏同盟条約成立

1.16フランス、第４共和制発足

３．１１ＭF、業務開始

3.12米国大統領､非共産主義国に対する援

助方針を発表(トルーマン・ドクトリン）

3.28国連、アジア極東経済委員会(エカ

フェ)および欧州経済委貝会設置

4.28パレスチナ問題で国連総会開催
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－２２０－

年号 日本銀行 金融一般

昭和22年

(1947年）

用

4.22特別対策委員会設置(霧和・貿易再開に

備え対外施策を検討）

５．２日本銀行法の一部を改正する等の法律

の施行勅令公布(3日施行）

６．２Ｅ１本銀行内に起憤調整協議会を設置(2４

年６月､起債懇談会と起債打合会とに分かれ

る）

７．１日本銀行貿易スタンプ手形制度創設(８

日、貿易手形制度と改称、対象は輸出前貸

資金のみに限定）

8.11高率通)７１制度を強化(２次高率を復活）

8.11営業局に融資斡旋部を設置

8.12スタンプ手形制度の適用対象を拡大(政

府輸入綿花の内需向け払下げ代金に適用）

8.22貿易手形制度の適用対象を拡大(輸出入

諾掛資金に適用）

5.15大蔵省､無記名定期預金および無記名余

銭信託を創設(取扱開始は６月以降）

６．１各種金触機関の長期預貯金金利引上げ

(|可時に1年もの・３か月ものの定期預金、１

年ものの金銭信託を設ける）

6.3、横浜正金銀行、閉鎖機関に指定される

７．１地方債の許可に関する件公布(５月３日か

ら適用）

７．５全国銀行協会連合会､貸出最高金利を協

定(2銭3厘）

7.21金融機関資金触通準I11j-部改正(国債公

蕪の推進など）

7.23証券取引委貝会設置

８．１郵便貯金金利引上げ(2.64％→2.76％）

ａｌｌ証券処理調整協議会､旧財ＩＭＩ所有有価証

券の第１回一般売出しを開始

8.14ＧＨＱ、接収管理中のわが国の金･銀.負

金属等を担保とする輸出入回転基金の設置
計画を発表

8.26金融緊急措置令施行規則一部改正公布

(９月１１Ll施行､個人の生活費引出し限度の引

上げ等制限緩和）



昭和22年

－２２１－

(1947年）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

４．８公共職業安定所設iiZi

4.14私的独占の禁止および公正取引の砿

保に関する法律(独占禁止法)公布(一部７

月１日、その他７月20日施行）

4.15石油配給公団法・配炭公団法･産業似

輿公団法･貿易公団法公布(いずれも１７日

施行、産業復興常団法廃止）

4.16価格調整公団法公布施行

4.17地方自治法公布〈５月３日施行）

4.17裁判所法公布(５月３日施行）

4.19会計検在院法公布(５月13日施行）

4.20第１回参議院議員選挙

4.25第23回衆議院議貝総選挙(新憲法によ

る第1回）

4.30国会法公布(５月３日施行､議院法廃止）

4.30肥料配給公団今公布(６月20日施行）

５．３新憲法施行

5.12米国政府､極東委員会に対し日本の過

度の経済力災中排除政策に関する文書を
提出

5.20吉田内閣総辞職

5.24片山哲内閣成立(組閣完了は６月１日）

６．８日本教職jEl組合結成

6.10ＧＨＱ､民間貿易再開(８月15日）を許７１Ｊ

6.11政府､経済危機突破緊急対策要綱発表

７．１公正取引委貝会設ii1f

７．３ＧＨＱ､三井物産･三菱商事の解体を指

令

７．４経済安定本部､経済実相報告書を発表

(初の経済白書）

７．５政府、新物価体系を発表

7.24極東委風会､対日貿易政策16原11Ｉを採
択

7.29政府､流通秩序確立対策要綱を閣議決

定

7.31青果物統制令廃止公布(８月１，施行）

８．１水産物統制令廃｣上公布施行

８．４最高裁判所発足(10月１日初開廷）

8.10第２次ストライク賠償調査岡来日

8.15制限付民間貿易再開(バイヤーの日本

入国数.滞在日数等を制限）

8.31労働省設置法公布(９月１日施行）

６．５米国、欧ｿH復興計画(マーシャル・プ

ラン)を発表

6.23米国、タフト・ハートレー法成立

6.29ハンガリー、銀行国有化を決定

7.12欧州経済復興会議をパリで開催

8.14パキスタン独立(１５日、インドも）
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－２２２－

年号 日本銀行 金融一般

昭和22年

(1947年）

９，５日本銀行券(Ａ)-|一銭券を発行

9.15復興金融金庫支払保証付手形担保貸付

に対する高率適用を免除

9.22渉外部設置

9.27日本銀行国庫金取扱規梶公布(11月１日

施行、旧省令の全面改正）

1ｑ２９企業整備金融委貝会設置

１１．１製糸業者の購繭手形にスタンプ手形制

度による優遇措置を実施

１２．１下関支店開設

12.15日本銀行券の未回収発行残高に相当す

る金額の一部を国庫に納付するに伴う日本

銀行への交付金に関する法律公布(23年1月

１日施行）

12」７通貨発行審議会法公布(19日施行、付則

により日本銀行法改正）

12.19大蔵大臣､1F１本銀行総裁に対し金融機関

の金利の最高限度を定めるよう命令(23.24

u、初の金利調整委貝会を開惟､２６日答申）

12.30臨時金利調整法に基づき､金融機関の金

利の最商限度を決定(23年lH6FIから実施、

1年定期預金年4.2％、貸出日歩2銭5厘、長

期貸出は適用外、なおコールレートは翌日

もののみ日歩9厘）

12.31銀行券の年末臨時寄託制度を実施

9.25復興四分利国庫証券(第１回)を公募方式

で発行(10億円、券而利率の引上げ､公募複

活）

104公正取引委貝会､銀行の金利協定が独禁

法に抵触するとして審判開始

10.23来京銀行協会､公正取引委貝会の春決を

またず金利協定を廃止

11.15金融制度調在会、「liIji後の新情勢に即応

する金融制度整tiiiの方策｣を答申(解散）

11.15ＧＨＱ、日英暫定通貨取決めの成立を発

表

11.19農業協同組合法･同法制定に伴う農業団

体の整理に関する法律各公布(いずれも1２

月15日施行）

11.30郵便貯金法公布(12月１日施行、１日法廃

止）

１２．４大蔵省、金融業法案要綱を作成

１２．４補助貨幣損傷等取締法公布施行

12.11輸出入回転基金設定

12.13臨時金利調整法公布(15日施行）

12.13貿易資金特別会計法の改正公布(15日施

行、｜日法を全而改正）

12.22公正取引委貝会､銀行の金利協定を独禁

法迫反と審決、同協定廃止を命令

昭和23年

(1948年）

1.21通貨発行審議会､制限外発行税率の般低

割合を1.5％とすること等を決定



昭和22年～昭和23年
ＯＢ’

－２２３－

(1947年～1948年）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

１０．１臨時国勢調垂実施

10.21国家公務貝法公布(一部を除き23年７

月１日施行）

1Ｕ２６改正刑法公布(11月15日施行、不敬

罪・姦通罪廃止）

１１．８独占禁止法施行令公布施行

11.20政府、経済安定基本方針を発表(均衡

財政・物価体系維持・生活給保証・労使

紛争防止）

11.3,職業安定法公布(12月１日施行）

１２．１失業保険法･失業手当法公布(11月１日

にさかのぼって施行）

12.12郵便法公布(23年１月１日施行､23年4月

１日旧法廃止〉

12.12酒類配給公団法公布(１１日にさかの

ぼって施行）

12.15農業災害補償法公布施行

12.16会社利益配当等臨時措置法公布施行

(会社配当等禁止制限令廃止）

12.17食料品配給公団法･飼料配給公団法.

油緬配給公団法公布(いずれも12月27日

施行）

12.17警察法公布(23年３月７日施行、国警.

自治管・公安委貝会設置）

12.18過度経済力巣中排除法公布施行

12.20臨時石炭鉱業管理法公布(23年４月１日

施行､3年1111の時限立法で主要炭鉱を国家
管理）

12.30食樋管理法の－部改正公布施行(食*lil

配給公団設立等）

１．４日米国際電話開通

１．６ロイヤル米国陸軍長官､新たな国際情

勢の展開に対応し日本の経済自立促進の

要ありと声明

１．７財閥同族支配力排除法公布施行

1.21種束委員会のマッコイ米国代表､対日

１０．５．ミンフオルム(ヨーロッパ共産党情

報局)設置

１０.3Dジュネーブ国際貿易会議､関税および

貿易に関する一般協定(ガット）に調印

(1948年１月１日発効）

12.14ソ連、通貨改革発表(１日10ルーブル→

新1ルーブル）

12.30米国、インフレ防止法成立

1.12米国、公定歩合引上げ、１→125％

1.26フランス、フランの平価切下げ(１ド

ルー119フラン→214フラン）
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－２２４－

年号 日本銀行 金融一般

昭和23年

(1948年） ２．２大分事務所を支店に昇格､同時に１１１可支

店を門司事務所にする

2.12日本銀行券発行限度を2700億ｍに改定

(lH21Ilから実施、従来は60億円）

3.26公同認証手形担保貸付の優遇措置を実

脳

４．１総合企画委員会設置(内外の経済情勢に

対応する基本方針の企画立案、特別対策姿

貝会は廃止）

４．７資金調整局を資金局と改称

4.23商工組合中央金庫に中小企業金融|則係

別枠融資を実施

4.24未払込資本金5500万円(政府出資分)の

払込完了(払込資本金1億円）

4.26公定歩合引上げ(商業手形割引歩合2厘

引上げ、１銭2厘）

4.30農業手形制度創設(農業生産金融の優遇）

5.20購繭スタンプ手形制度の適用範囲を拡

大(極繭・乾繭等）

5.25,本銀行券(Ａ)五銭券を発行

5.28,本興業･日本勧業両行にＩＦ'|､企業金融

関係別枠触資を認める

６．４農業手形制度の適用範ljHを拡大(肥料。

農薬・農機具等）

７．１臨時金利調整法に基づく市111金利の岐

商限度を引上げ(1年定期預金4.2％→

4.4％、貸出2銭5厘→2銭8厘）

７．５公定歩合引_上げ(商業手形割引歩合2煙

り|上げ、１銭4厘）

７．７地方税法を改正する法律公布され､その

付ＨＩにより日本銀行法の一部を改正(納付金

3.31金触機関1』l煙整備の最終処理完了(４月１

日付で新・Ｉ日勘定を併合）

４．７臨時資金調整法廃止〈関連諸法令の廃止

公布施行）

4.13証券取引法改正公布(一部を除き５月７日

施行、証券民主化の方向で証券業関係法令

を統合整伽、証券引受業務の金融機関から

の分離、｜H法令の廃止など）

５．１JjhLR銀行設祓

5.13小額紙幣整理法公布施行(23年制定五十

銭券を除き小額紙幣は８月31日限り通用を

禁｣上、；|摸期限24年８月31日）

5.15大蔵省､金融機関再建整Iiiに関する最終

処理を認可(３月末にさかのぼって実施）

5.20米国から円レート政策に関する特別便

節団(ヤング使節団)来日(６月12日、報告書

作成）

６１日英支払協定成立

６．５ＧＨＱとワシントン輸出入銀行・米国民

間銀行との間に綿花借款契約成立(6000万

ドル）

6.19臨時通貨法の一部改正公布施行(五円

賃･－円貨を追加、１０月25日から流通開始）

７．９融資斡旋委貝会発足(市中銀行を主体に

組織）

7.12割増金付貯蓄の取扱に関する法律･当蕊

金付証票法(宝くじの発行)各公布施行

7.15n本貯蓄銀行､111:通銀行に転換し協和銀

行と改称

7.15連合獺発行のＢ号円表示軍票の流通



昭和２３年

(1948年）

首
相

－２２５－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

経済政雄転換を示唆

２．４外国バイヤーの日本入国制限緩和

２．８持株会社整理委貝会､巣中排除法に基

づく指定会社を指定(257社、２２日68社追

加）

2.10片山内闇総辞職

３．７新警察制度発足(国家地方警察本部．

国家公安委員会設置）

３．９第２次ストライク報告公表

3.10戸田均内閣成立

3.20ドレーパー米国陸軍次官､ジョンスト

ン使節団とともに来日

4.28夏時刻法公布施行(サマータイム＜５

月館l土曜日から９月第２土曜日まで時刻

を1時間進める＞、２７年４月１１日廃止）

4.30政府、経済復興計画委員会設置

５．４米国から集中排除審査委貝会(通称｢５

人委ロ会｣)米ロ

5.15繊維品の輸出商談に限り外国パイ

ヤー等とわが国輸出業者との直接交渉が

認められる

5.19ドレーパー・ジョンストン報告許(日

本と朝鮮の経済的地位と見通しに関する

報告)公表

6.15経済安定本部､IIU1111的経済安定計画試

案を発表

6.22政府、物価体系補正を発表(いわゆる

「新々物価体系｣】

6.30国有財産法公布(７月１日施行、全面改

正）

７．２中小企業庁設置法公布(８月１日施行）

７．６公認会計士法公布(計理士法廃止､8月

１日施行）

７．７地方財政法公布施行

７．７取引高税法公布(９月１日施行）

7.１０建設省設置

7.12商法の一部改正公布施行(株式の分割

2.15西ドイツ、中央銀行としてレンダー．

パンク設立

4．１ソ連、ベルリン封鎖はじまる

４．３米国､マーシャルプランに基づく対外

援助法成立

4.16第３ﾛ欧州経済復興会議をパリで開

催、西欧16か国、欧州経済協力機構

(OEEC)条約調EII

5.14イスラエル、ユダヤ国家成立宣百(1６

日、米・ソ両国、イスラエルを承認）

6.20米国議会で1949会計年度対外援助費

を可決、占領地救済資金(ガリオア）・占

領地復興資金(エロア)設けられる

6.20西ドイツ、通貨改革実施(１日ライヒス

マルク10に対し新ドイツマルク0.65）

6.29米国、天然繊維回転基金法成立(米綿

の対日売却のため1億5000万ドルの基金

設定）

７．１西ドイツ、公定歩合引上げ､3.5→5％
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－２２６－

年号 日本銀行 金融一般

昭和23年

(1948年）

の孤金算入規定追加、営業税に関する規定

削除）

８．２手形割引市場育成方針を決定(短資業者

の不足資金供給、専業割り|業者と取引開始

など）

8.10融資斡旋部設遜

8.23単一為替相場問國の内部検討資料とし

て｢jil-為替早期設定の為の金融方策｣を作

成(12月15日にも｢単一為替相場設定に伴う

綜合政莱｣を作成）

9.21「新法の制定による金融制度の全面的改

編に関する琴え方｣を取りまとめＧＨＱに提

出

１０．１購繭スタンプ手形制度の適用範朋を輪

’1}玉糸メーカーに拡大

１０．９日本銀行券発行限度を3300億円に改定

（10月１日から実施、従来は2700億円）

10.14大蔵省､金融懇談会の意見に沿って金融

委員会(バンキング・ボード)案を作成し、

ＧＨＱに提出

10.15生命保険18社からの充展条件付国債買

入れを実施

10.22金融懇談会の意見に沿って日本銀行制

度改正要綱を作成し、大蔵省に送付

11.12閉鎖機DM清算事務を閉鎖機関整理委貝

会へ移管

１２．１大蔵省､日本銀行制度改正法律案を作成

し、ＧＨＱに提出

7.21金融機関再建錐備法の一部改正法律公

布施行(付ⅡＩにより金融緊急措置令を改正

し第１封鎖預金を解除､自由預金1本となる）

7.21金融機関資金融通準則を－部改正(資金

の一定割合を財政資金として優先確保）

7.21日本信託・第一信託、信託銀行(信託兼

営銀行)として発足(８月２日、東京・朝日.

中央･富士の4信託銀行が発足し専業信託会

社消滅）

7.24復興五分利国蠅証券第１回発行(10億円、

券而利率4％→5％に引上げ）

7.3、持株会社整理委貝会､銀行に集中排除法

を適用しないと発表

８．３外国貿易特別円資金特別会計法公布(1９

日施行）

8.11大蔵省、’１１小企業金融対策要綱を発表

8.16ヤング使節団、追加報告を提出

ａｌ７ＧＨＱ、新法律の制定による金髄機構の

全面的改編を勧告

8.19ＧＨＱ･大蔵省･日本銀行による共同準備

委員会設撹(金融制度の検討を開始）

8.24金融機構改編に関する大蔵大臣.日本銀

行総裁・経済安定本部長官による｢3人委貝

会｣発足(９月８日、日本側の方針を非公式に

ＧＨＱに報告）

9.11「3人委貝会｣の名において金融制度改革

懇談会(金融懇談会)を設莅し検討開始(3０

Ｈ、中間成案を発表）

9.29帝国銀行､節一銀行と(新)帝国銀行に分

雛

１０．１Ｆjﾕ建整備法適用の各銀行､新資本金で野

発足(三菱は千代田、住友は大阪､安田は富

士、野村は大和とそれぞれ改称）

10.15貿易庁、商品別円・ドル交換比率を定め

た価格算定制度を適用

12.15水産業協同組合法同法制定に伴う水産

団体の整理に関する法律各公布(いずれも2４



昭和２３年
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払込制を廃止して全額払込制を採用）

7.15ＧＨＱ、政府に経済安定方策の諸基本

的要素(経済安定10原則)を提示

7.20国民の祝日に関する法律公布施行

7.29事業老団体法公布施行

7.30消賢生活協同組合法公布(10月１日施

行）

7.31公務貝の争議行為祭｣上等に関する政

今(いわゆる｢政令201号｣)公布施行

8.15外国バイヤーと輸出業者との直接契

約締結が認められる

9.11「5人委員会｣、柴Ii1排除法適用緩和を

勧告

１０７戸田内閣総辞職

１０．８食料・日用品など111種の公定価格廃

止

10.15第２次吉田内閣成立(19日組閣完了）

１１．６ＧＨＱ、貸金3原則提示

11.12極束国際正卒裁判所、戦犯判決(12月

23日、絞首刑執行）

11.29政府、貸金3原Hljを尊唾する旨発表

１２．３国家公務貝法改正公布施行(政令201

号は地方公務員にのみ適用される）

8.13米国、公定歩合引上げ、1.25→15％

ａｌ５大韓民国樹立宣言

9．９朝鮮民主主義人民共和国成立
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－２２８－

年号 日本銀行 金融一般

昭和23年

(1948年）

12.20閉鎖機関処理部廃止 年２月15Ｈ施行）

12.28政府､内閣に単一為替設定対策審議会の

設置を決定(30日発足）

12.28ＧＨＱ、金融機関店舗新設の槙Zli化を指

今(逐次墹加してきた個別案件の司令部の

要承認範囲も明示）

昭和24年

(1949年）

1.11日本銀行券発行限度を3500億円に改定

（１月１日から実施、従来は3300億円）

1.15貿易手形制度の適用範囲を輸出業者の

直接発注先に拡張(メーカー買手の新設）

1.2B日本銀行法改正要綱を作成し、ＧＨＱに

提出

1.29復興金融金庫保証付漁業手形担保貸付

の優遇措置を実施

２．１国右繊維払~rげに伴い、輸出綿･毛製舳

生産資金に対し貿易手形制度の特例を認め

る

２．３「jii-為替の設定について」と題する意

見背を作成

３．１長崎事務所を支店に外格

3.22日本興業銀行に対し当分の1Ｈ１第２次itli》}《

の適用を免除

3.24111央銀行制度改革問題に関し､ＧＨＱ･火

蔵省・日本銀行の3者会談開催(28日、経済

安定本部を加えて4者会談）

3.30-万田総裁、ドッジ１Ｍ政MH間と会談(中

夫銀行制度改革問題ほか）

４．１貿易手形の11F割ｳl扱いを開始

４．１高率適用手続改正(従米適j1j外の貿易手

形･スタンプ手形などにも適lIj､利率引｣二げ）

４．１吋Ｈ援助資金見返勘定を設置

４．１大蔵省､政策委員会設置要綱案を作成〈２

lLl、ｌ可省はこれを雑に日本銀行法の－部改

正法律を起案）

４．２外事局を外圧|為替局と改称

４．７－万田総裁、ドッジ財政顧問と会談(第

２回）

１．１青和銀行設立(青森貯蓄銀行が普通銀行

に転換）

1.10金融機関資金融通準則一部改正(貸出優

先順位表改正）

1.31ＧＨＱ、証券取引所の再開準備を許可

２．１貿易庁､輸出品の円ドル交換比率の上限

を600円から450円に引下げ

２．２ＧＨＱ､外国為替管理に関し指令(外国為

替管理委貝会の設置など）

2.28背森商業銀行、青湾貯蓄銀行を合併(こ

れにより専業貯祷銀行は消滅）

3.16外国為替管理委貝会令公布施行く日本銀

行本店内に設置される）

ａ２５大蔵省､政府当座預金から農林中央金庫

へ指定預金として210億円を預入(市'１１金融

対簸、以後預入先拡大）

3.25貿易庁､輸出品の円ドル交換比率の上限

を450円から425円に；l下げ(４月１日から実

施）

3.29米国の｢国際金触問題に対する国家諮問

委貝会｣､国務省および陸派省に対し日本の

｣１１－為替相場の早期設定(１ドル3601ﾘ)を勤

告

４．１来京・大阪・名古屋の3証券取引所設立

（51il6H開業）

４．７貿易庁、輸入,11iの円ドル交換比率を330

円1本に統一(４月１日にさかのぼり実施）

4.23ＧＨＱ、１ドル360円の単一為替レートを

設定、２５日から実施する旨発表

4.25大蔵省、１米ドル360円を告示

4.25貴金属特別会計法公布(20[l施行、２４年

度から適用、金資金特別会計法廃止）

4.30米同対日援助見返資金特別会計法･貿易



昭和２３年～昭和２４年

－２２９－

(1948年～1949年）
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12.11米国政府､経済安定9厘ＨｌをＧＨＱに伝

達(１８日発表､19日､首相への書簡で伝達）

12.2Ｏ日本国有鉄道法･日本専売公社法公布

（24年６月１日施行）

12.20公共企業体等労働関係法公布(24年４

月１日施行）

12.23衆議院解散(衆議院、内閣不信任案を

可決）

１．１人事院、官庁の勤務時間を1週48時iHl

に決定

1.23第24回衆議院議且総選挙(鹸高裁判所

裁判官の国民審査をはじめて実施）

２．１ロイヤル米国陸軍長官・ドッジ連合国

最尚司令官財政顧問ら来日

2.16第３次吉田内閣成立

３．７ドッジ財政顧問、経済安定9原Ｈｌの具

体化概恕（ドッジ･ライン)を発表（ドッジ

声明）

3.15外国人の財産取得に関する政令公布

施行(外資委員会設置）

a３１貿易公団法の一部改正法律公布(４月１

日施行、食料貿易･原材料貿易公閲廃止）

3.31石炭鉱業等の損失の補填に関する法

律公布施行

4.19公団等の予算および決算の暫定措撹

に関する法律公布施行(子･決算の国会提

出等）

4.20昭和24年度超均衡予算成立(いわゆる

｢ドッジ予算｣）

１．３フイリピン中央銀行開業

1.25ソ連と東欧5か国、経済相互援助会議

(コメコン)の設置を発表

４．４米・英・仏等12か国、北大西洋条約に

調印(ＮＡＴＯ成立）
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－２３０－

年号 日本銀行 金融一般

昭和24年

(1949年）

4.2S日本銀行出資証券の来京・大阪・名古昆

証券取引所上場を決定(来京は５月30日から

上場）

5.17-万Ｈ１総裁、デイス・インフレーション

政莱をとることを表明(全国銀行大会にお

いて）

5.18納税蝋備預金の実施に伴い臨時金利調

整法による金融機関金利の鏡高限度を設定

5.26復興金融金庫の業務停止から見返資金

駐資までのつなぎとして行われる緊急設備

資金融資の手形を扣保とする貸付に優遇措

置を実施

5.28起債市場育成のため市中手持ちの復金

償買入れを決定

６．２割引興業債券および優良社債を担保と

する貸付に優遇措置を実施

６．３n本銀行法の一部を改正する法律公布

施行(政策委貝会の設置）

6.11生命保険会社から売戻条件付きの同値

買入れを決定

6.17政策委貝会委員発令(18日発足）

6.21政策委貝会庶務部設置

6.27輪出向綿製品用原綿；|取資金にスタン

プ手形制度を適用

6.29輪入物資引取資金･輸入諸掛I)資金にス

タンプ手形制度を適用

6.3Ｏ日本銀行援助資金預金及び援助資金別

’二I預金取扱規程公布施行

７．４割引適格貿易手形を高率適肘対象から

除外

７．８無尽会社･市街地信用組合からの国憤岡

入れを決定

7.13第２次高率適用金利引下げ

7.14輸入羊毛の内需用払下げ代金にスタン

プ手形制度を適jlJ

7.16漁業手形担保貸付の優遇措置を実施

7.18産業資金供給のため信託銀行からの国

債買入れを決定

7.21重要産業の設備資金融資を行う生命保

険会社から触資相当額の国債を買入れ

7.23日本興業銀行に対し第２次高率の適用を

免除(25年３月まで）

特別会計法各公布(いずれも20日にさかの

ぼI)施行、貿易資金特Bll会計法廃止）

５．２国民金融公庫法公布施行(`恩給金庫法．

庶民金庫法廃止）

5.16簡易生命保険法・郵便年金法各公布(い

ずれも６月１日施行、旧法廃止）

5.19興業債券の発行限度の特例に関する法

律公布施行

5.28復興金融金庫に対する政府出資等に関

する法律公布施行

5.28貿易特別会計法の一部を改正する政令

公布施行(外国為替資金設置）

5.31貸金業等の取締に関する法律公布(6月

３０日施行）

5.31大蔵省設置法の施行等に伴う法令の整

理に関する法律公布(６月１Ｕ施行､金融制度

調交合の廃止、金利調整委員会を金利調整

審議会と改称等）

６．１国民金融公庫設立(庶民金庫・恩給金庫

の業務を継承）

６．１中小企業等協同組合法･協同組合による

金融事業に関する法律各公布(いずれも大

部分７月１日施行、商工組合法・市街地信用

組合法等廃

６．１外国保険事業者に関する法律公布施行

７．５大蔵省、農林関係5公団に対し短期運転

資金の触資を決定(90億円）

7.15輸出振興のための外貨資金の優先使用

に関する政令公布施行(優先外貨制度）

7.22ＧＨＱ、対Ⅱ援助見返資金による公企業

投資をはじめて許可(国鉄貸付56億円､電気

通信公偵買入れ13億円）

7.22政府の金買上価格を1グラム385円､銀買

上価格を１キログラム7388円に引上げ



昭和２４年

－２３１－

(1949年）

政治・経済等 海外
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蔵
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日
本
銀
行

5.10シャウプ税制使節団来日

5.24通商産業省設置法公布(25日施行、商

工省・貿易庁廃止）

5.28たばこ専売法公布(６月１日施行）

5.31総理府･外務省･大蔵省等各省庁設置

法公布(いずれも６月１日施行、１日法廃止）

5.31行政機関職員定員法公布(６月１日施

行）

６．１工業標準化法公布(日本工業規格JIS

を制定）

６．７ＧＨＱ、賠償の事実上打切りを発表

７．１酒類配給公岡庭112

７．１政府、国鉄職風整理基馳を通告

７．５下山事件おこる

7.13製糸業救済のため繊維貿易公団の輪

出生糸買上げ実施

７．１５三鷹事件おこる

5．６ドイツ連邦共和国(西ドイツ)成立

5.27西ドイツ、公定歩合引下げ､５→4.5％

7.14西ドイツ、公定歩合引下げ､4.5→4％

土
山

田
茂

〈
第
三
次
）

池
田
勇
人

（
第
十
八
代
）
一
万
田

尚
登



－２３２－

年号 日本銀行 金融一般

昭和24年

(1949年）

８．１臨時金利調整法に基づく市１１１金ｲﾘの股

高限度を変更(貸出金利に日本銀行再割引

適格貿易手形を迫力Ⅱ＜2厘下鞘の2銭6厘＞、

1年定期預金を引上げ4.4％→4.7％）

８．３木炭集荷資金融通手形を適格担保とし

て優遇

8.19麺要産業の設備資金供給のため銀行･生

命保険会社からの国債1J入れを決定(９月］

日から12月にかけて実施）

9.15臨時金利調整法に基づく市中金利の最

高限度を引下げ〈貸出2銭8厘→2銭7厘）

9.30ＧＨＱ､外|ﾖﾋﾞ1為替符理委員会に対し11月１

日以降外国為替資金に関する経理をL1本銀

行に移管するよう命令

１１．１外国為替管理委貝会から外国為替資金

に関する計･算登記および報告覗務を引継ぎ

１１．８公募株･証券処理調終協議会放出株購入

資金供給のため生命保険会社から国債を賀

入れ

11.3O日本銀行の歳入金の4受入に関する特別

取扱手統公布(12月１Ｈ施行、国税代理店を

歳入代理店と改称し国税以外の歳入金も取

扱う）

１２．１農林中央金庫の資金過不足調整のため

の国債売買を開始

１２．１大蔵大臣から外国為替特別会計法施行

に伴う日本銀行の取扱力につき令達を受け

る

12.28補償済震災手形の取立完了(25年２月1６

Ⅱ、大蔵大臣・会計検在院長あて報告）

12.31山IlPjF務所廃｣上

ａｌ５金融機関資金融通準IlU-部改正(丙順位

融資に対する規制緩和く実質上、融資規制

の廃止＞）

0.26大蔵省、ＧＨＱに対し銀行の個別店舗認

可権限を同省に委ねるよう要請(291Ｆ１､承認

される）

9.19蔵相､ポンド切下げにかかわらず円の対

ドル相楊は変更せずと言明(20日､マッカー

サー元帥も同様声明）

9.24大蔵省、金融機関店舗行政につき通達

（過剰店舗の統合・配転）

9.26ＧＨＱ、対[｣援助見返資金による私企業

投資を許i１Ｊ

１０．７復興金融金庫、新規融資の停止を決定

10.15マッカーサ_元帥、360円レート変更の

必要なしと言明

10.25外国為替銀行の臨時措置等に関する政

令公布施行(外国為替銀行等の認可制度発足）

１１．１外貨資金の巣中に関する大蔵省令公布

施行

１１．８吋ロ援助見返資金による復企憤の償還

Ｉ;M飴

１１．８大蔵省、外同為替銀行11行と両替商1社

を11月１日付をもって認１１Jの旨告示

11.15池田蔵相、国会の財政iljI説のIi'で､従来

の1県1行主義にこだわらず適当と認める地

域には小銀行の設立を認める方針を示す

(これにより各地に銀行新設のIMIき活発化）

11.30通貨安定対策本部解散(地方委貝会も逐

次解散）

１２．１外国為替及び外国貿易管理法公布(大半

は12月１日および25年１月１日施行､外国為替

符理法・貿易等臨時措置令は廃止）

１２．１外国為替特別会:I･法公布施行

１２．１外国為替管理委日会設置法公布施行

１２．１閣瞭審議会今公布施行

１２．１大蔵省､基準外国為替相場および裁定外

国為替相場を告示〈基準相場l米ドルにつき

360円、裁定相場は米ドル以外の外国通貨

で､大蔵大臣が日本銀行本店に公示する相場）

１２．１通貨の指定に関する省令公布施行(米ド

ルおよび英ポンドを対外決済通貨として指定）

１２．１９，本銀行・市llj銀行・証券；|受業者・持

株会社整理委員会等の代表者による増資等調
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8.10出入国管理令公布施行

8.15食肉等430品目の価格統制廃止(8～９

月中に約1500の各種品目が相次ぎ統制解

除される）

8.17松川事件おこる

8.26シャウプ使節団長､日本税制の改革に

関し勧告

9.15配炭公岡廃Il

9.19人事院規ﾛﾘ公布施行(公務風の政治活

動制限）

9.19フリール貿易使節団来日

10.28ＧＨＱ､貿易の民間移行を発表(輸出は

12月１日から、輸入は25年１月１日から）

11.22日英通商協定調印

１２．１輸出貿易符理令公布施行(民1111自由輸

出貿易発足）

１２．１住宅営団法を廃｣上する等の法律･産業

設備営団法及び交易営剛法を廃止する等

の法律公布施行

12.15漁業法公布(25年３月１４日施行､1H法廃

止）

12.15所得税法臨時特例法公布施行

12.19ＧＨＱ、重要物資統制の大幅撤廃を指

令

12.22ＧＨＱ、1949年の日本の工業生産水準

は1932～1936年水準に回復したと発表

12.27取引高税法廃止公布(25年１月１日施

行）

9.１０英国、ポンド切下げ(1ポンド＝４ドル

3セント→２ドル80セント、スターリング

諸国・西ドイツ・フランス・カナダなど

追随切下げ）

9.25アルゼンチン、金本位制停止

１０．１毛沢束主席､中華人民共和国成立宣言

10．７ドイツ民主共和国(束ドイツ)成立

11.30対共産圏輸出統制委員会(ココム)識

立
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－２３４－

年号 日本銀行 金融一般

昭和24年

(1949年）

整懇談会発足

12.20束京証券㈱､日本証券金融㈱と商号変更

(25年２月８日､証券金融専門機関として新発
足）

12.23預金部資金の市中預託開始

12.28大蔵省､外国銀行10行に対し国内業務と

外国為替業務を認可

12.28大蔵省､無記名定期預金取扱いの年内限

り打切I)を決定

12.29ＧＨＱ、外貨資金の管理運営権を外国為

替管理委員会に移譲

昭和25年

(1950年）

１．４特別調査室設撞(わが国の国際復帰を想

定した金融・経済問題の調迩研究、総合企

画委員会は廃止）

1．４タイ国銀行イヤマーク金のタイ国政府

への引渡し実行

１．７Ｈ本銀行券(Ｂ)千円券を発行

1.14外国為替管理委員会から外国為替管理

委員会勘定の記帳事務の委任を受ける

1.23インドシナ銀行イヤマーク金のフラン

ス政府への引波し実行

1.24民間輸入方式の実施に伴い輸入手形決

済資金に貿易手形制度を迦用、輸入諸掛資

金にスタンプ手形制度を適用

２．１臨時金利調整法に基づく市中金利の股

高限度を引下げ(貸出金利1厘～2厘引下げ、

1件の金額による区分設定）

２．１高率適用手続改正(割引適格商業手形を

適用対象から除外、高率適用利子歩合の引

下げ）

２．２輸入手形決済資金関係手形を輸入貿易

手形と呼称し、直接輸入を行う製造業者も

輸入業者とみなし本制度を適用

２．６銀行からの国憤の無条件買入れを決定

２．１５在日外国銀行に対する手形割引取引の

開始を決定

２．１８農林中央金庫の桑固・煙草．肥料資金触

資にかかる手形を担保適格として優遇

2.25北海道拓殖銀行にｉｉｉ小企業金融関係別

枠融資を認める

2.2B日本証券金融㈱が運転資金調達のため

市中銀行あてに振11Ｉした手形を優遇

3.11手形割引市場育成のため､短資業者に対

し輸入貿易手形売買に伴うつなぎ資金の貸

出限度額を設定

１．６対日援助見返資金によるＩＩｊ小企業に対

する融資開始

１．６大阪代行証券㈱､大阪証券金融㈱と商号

変更

1.14地方銀行協会設立(26年５月、「全国地方

銀行協会｣と改称）

1.16外国為替管理委貝会､外貨資金の集配に

関するＷＴ定手続を制定

1.-中部証券㈱､中部証券金融㈱と商号変更

３．２臨時通貨法の一部改正公布施行(十円貨

を追加、２８年１月５日から流通開始）

3.27大蔵有､都市銀行11行に対し中小金融特



昭和24年～昭和25年
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政治・経済等 海外
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12.29輸入貿易及び対外支払管理令公布(2５

年１月１日施行、民間輸入貿易発足）

１．１青色申告制度実施

1.21財閥商号の使用禁止･財閥標章の使用

禁止の2政令公布(いずれも２月４日施行）

3.31相続税法公布、所得税法･法人税法等

の諸税法改正(４月１日の税制改正関連の

もの）

1.27米国・ＮＡＴＯ加盟国IHlで相互防衛援
助協定調印

2.14中ソ友好同盟条約調印

3．２ソ連、通貨改革実施(ルーブルの金平

価設定、対米ドルは１ドル5.3ルーブルを

4ルーブルに変更）
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－２３６－

年号 日本銀行 金融一般

昭和25年

(1950年）

４．１ｐ本銀行の公社等預託金取扱規程公布

施行

4.10臨時金利調整法に基づく市''１金利の最

高限度を引下げ(貸出金利1厘～2厘引下げ、

体系を改め日本銀行再割引適格貿易手形.

同商業手形・スタンプ手形等・その他の手

形に区分）

4.13商品(倉庫証券)見返貸付制度実施

５．４金融倫勢の変化に伴い、国債買いオペ

レーションの圧縮方針を決定(銀行からの

無条件買入れ中止など）

５．９工業手形の割引扱いを廃止しスタンプ

乎形制度を準用

5.15総裁､融資斡旋を逐次廃止する方針を言

明

5.2O日本銀行出資金の配当を復活(年5％､昭

和20年度上期分以降支払仲｣上中であったも

の）

６．２短資取引担保ならびに短資業者に対す

る日本銀行貸出担保として金融償・PIF業債

を認める

６．７日本銀行による外資委瓜会の:21卜務の取

扱に関する政令公布(8日施行）

6.15為替管理局・管理部設置

６．２９繊維工業関係輸入物資引取資金にスタ

ンプ手形制度を適用

７．１臘時金利調整法に基づく市中金利の肢

商限度を変更(従来規制外の金融機関相互

間の預金金利等を定める）

８．１期鮮動乱に伴う特需物資の製造･加工.

集荷資金等に貿易手形制度を準用

8.29支店長に対し金融機関の融資態度に注意

し､日本銀行信用供与に慎重を期すよう指示

別店舗の設置を認可

3.31銀行等の憤券発行等に関する法律公布

（４月１日施行）

3.31Ｈ本勧業銀行法等を廃止する法律公布

(４月１日施行、Ⅱ本勧業銀行・日本興業銀

行・北海道拓殖銀行は銀行法に基づく銀行

となり、特殊銀行制度廃止）

3.31輸出信用保険法公布施行

４．５外国為替管理委貝会､邦銀11行に対し米

系11行とのコルレス取引を認可(10日開始）

4.１０琉球復興金融基金設立

4.１０日本証券金触㈱､コール取引参加業者と

なる

4.24対1｣援助見返資金による債券発行金融

機関の優先株式・出資の引受け開始

５．１貴金属符理法・貴金属地金買人規則・金

地金使用規則各公布施行(産金法･金銀また

は白金等の取引等取締に関する勅令など関

連１日法令廃止）

５．６住宅金融公ﾙｌｉ法公布施行

５．８質屋営業法公布(７月１１２１施行）

5.30地方財政委貝会設置法･地方財政平衡交

付金法各公布施行

６．５住宅金融公庫設立(6日開業）

6.14特別預金勘定に関する政令公布(１５Ⅱ施

行）

6.27外国為替特理令公布(30日施行）

6.30外|玉I為替の管理に関する大蔵省令公布

施行

6.30外国為替等集中親l1I公布施行

7.31融通証券発行規程公布施行

８．１第１回外国為替資金証券発行(100億円全

額F1本銀行引受け）

８．９輸入貿易管理令の一部改正公布施行(輪

入自動承認制･輸入保証金の日本銀行再預託



昭和２５年

(1950年）

－２３７－

政治・経済等 海外
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大
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大
臣
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裁

日
本
銀
行

3.31米国対日援助物資等処理特別会計法

公布(４月１日施行）

4.15公職選挙法公布(衆議院議員選挙法。

参議院議且選挙法等を廃止､５月１日施行）

4.25資産再評価法公布施行

５．１北海道開発法公布(６月１日施行、北海

道開発庁設置）

５．２放送法･電波法等電波3法公布(６月lロ

施行）

５．４生活保護法公布施行

5.10商法の一部を改正する法律公布(26年

７月１日施行、株式会社関係全而改正）

5.10外資に関する法律･外資委貝会設樋法

各公布(いずれも６月８日施行）

5.11富裕税法公布施行

5.12日・米・英3国綿業会談、大阪で開侭

5.20睦時石炭鉱業管理法廃止公布施行

5.26国土総合開発法公布(６月１日施行）

5.31商工会議所法公布施行

6.28輸入貿易及び対外支払管理令を輸入

貿易管理令と改題しその一部を改正する

政令公布(30日施行）

6.28首都建設法公布施行

7.11総評(日本労働組合総評議会)結成

7.28レッドパージはじまる(報道機関、共

産党貝を解堪）

7.31地方税法公布施行(地方税制の根本的

再編成）

８．１肥料配給公団腿1k

８．５商品取引所法公布(大部分20日施行、

|日法廃止）

８．５日本製鉄株式会社法廃止公布施行

6.25朝鮮戦争はじまる(北朝鮮蝋、３８度線

を突破）

7．Ｉセイロン、中央銀行設立

7.20米国、共産圏向け輸出統制を強化

8.21米国、公定歩合引上げ、1.5→1.75％
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－２３８－

年号 日本銀行 金融一般

昭和25年

(1950年）

8.30貿易手形制度連用の厳格化を決定(31日

各店へ通知、複名手形の勧奨・使途審査の

厳格化・思惑資金への流用防｣上）

９．８国債買いオペレーション漸減方針を強

化

9.16ニューヨーク駐在参事設置

9.25外国為替貸付制度実施(輸入促進のため）

9.30小口国債買上げ制度廃止

11.10臨時金利調終法に基づく市Ill金利の股

高限度を引下げ(日本銀行再割引手形1厘

－２厘引下げ）

11.29日本銀行券発行限度を3900億円に改定

(11月28日から実施、従来は3500億円）

１２．１高率適用手続改正(割引商業手形の追

加・第２次高率の引上げ等）

１２．５精油業者の輸入原iIll引取資金にスタン

プ手形制度の適用を決定(22日各店へ通知）

制実施など）

0.29束京都貯蓄推進委貝会設立(これと前後

して各道府県に貯蓄推進委貝会設立される）

９．２大蔵省､地方銀行の預金専''１店舗設置を

承認

１０．７東北銀行設立(戦後初の銀行設立）

10.20大蔵省、銀行の配当を1割以内とするよ

う指導

10.3O全国銀行協会連合会、「最近の財政金融

情勢に関する意見許｣(オーバー・ローン是

正対策)をドッジ財政顧問・大蔵省・日本銀

行に提出

１１．１標fik決済方法に関する規11Ⅱ公布施行

11.16農業協I可組合財務処理基準令公布施行

11.24大阪不動産銀行設立(現大阪銀行）

12.14中小企業信用保険法･中小企業信用保険

特別会計法各公布(いずれも１５日施行）

12.15日本輸出銀行法公布施行

12.23外貨預金等の集中の臨時措置に関する

政令公布施行

12.28日本輸出銀行設立(26年２月１日開業）

昭和26年

(1951年）

１．４臨時金利調整法に基づく市中金利の股

高限度を引｣iげ(1年定期預金4.7％→5％等）

１．６日本銀行券の制限外発行税率を年3％と

決定

１．８市中金融機関からの国債買入れを必要

最小限に圧縮することを決定

１．１１緊急輸入物資(主に原材料)ワ|取資金に

スタンプ手形制度の適用を決定

1.23外国為替管理委員会によるポンド･ユー

ザンス制度実施に伴い、同制度の適用対象

となるものについては外国為替貸付制度の

対象から除外(４月25日、上記委貝会のボン

ド資金繰りが逼迫し再び貸付制度を適用）

2.27商工組合中央金庫をスタンプ手形制度

の適用先に加える

1.23外国為替管理委貝会､スターリング地域

から輸入する原綿・鉄鉱石等12品目に委貝

会資金を引当てとする期限付輸入手形制度

(ポンド･ユーザンス)を実施(４月26日停止）

1.25泉州銀行設立

2.15束京銀行､貿易債券10億円を発行(１回限

りで取りやめ）



昭和２５年～昭和２６年
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臣
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裁
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8.10警察予備隊今公布施行

8.24政府、暴利等取締対策要綱を発表

１１．１大阪化繊取引所､戦後初の商品取引所

として立会開始(以後、福井人絹･名古屋

繊維・東京繊維・横浜生糸・神戸生糸等

の取引所発足）

11.24電気事業再綱成令公布(12月15日施

行、日本発送電㈱解散し9髄力会社に分

割、２６年５月１日発足）

11.24公益事業令公布(12月15日施行）

12.13地方公務員法公布(26年２月13日施行）

1.25ダレス米国大統領特使来日､対F1識和

の促進と日米経済協力に関し声明を発表

2.16マッカーサ_元帥､日本政府に対し日

米経済協力体制の確立につき検討方を指示

2.19ＧＨＱ､経済安定本部長官に対し､米国

の軍需生産拡大に対応して日本の産業生産

9.19欧州経済協力機構(OEEC)の下部機

柳として欧州支払同盟(EPU)成立

10.27西ドイツ、公定歩合引上げ、４→6％

11.１０米国証券取引委員会、日本公社債の

ニューヨーク株式取引所における取引再

開を許可(13日実施） 士ロ
田

茂
（
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－２４０－

年号 日本銀行 金融一般

昭和26年

(1951年） 3.20高率適用手続改正(第１次尚率適用限度

額の縮小、第２次高率適用利子歩合の引上

げ）

3.30震災手形善後処理法による政府貸付金

の最終処理完了

４．２１二1本銀行券(Ｂ)五百円券を発行

5.14レギュラー･ウエイの実施に伴う各地証

券金融会社に対する資金援助措置を決定

(短資取引担保株式預り証を付随jIl保とす

る証券金融会社振出手形を担保とする貸付

制度を創設）

5.21臨時金利調整法に基づく市中金利の最

商限度を引上げ(1年定期預金5％→5.4％）

5.31インフレーション抑制の具体箙を取I〕

まとめＧＨＱに提出

6.15信用金庫法施行法により日本銀行法の

一部を改正(信用金庫同連合会の証券業者

に対する投融資規制を政策委貝会の権限事

項として追加）

３．５北海道銀行設立

3.30外国為替資金特別会計法公布(４月１日施

行、外国為替特別会計法廃止）

3.30緊要物資輸入基金特別会計法公布(４月１

日施行、貿易特別会計法廃止）

3.31資金運用部資金法･資金連用部特別会計

法各公布(いずれも４月１日施行､預金部預金

法・大蔵省預金部特別会計法廃止）

3.31郵便貯金特別会計法公布(４月１日施行）

3.31農林漁業資金融通法･農林漁業資金融通

特別会計法各公布(いずれも４月１日施行）

3.31日本開発銀行法公布施行(復興金融金庫

法廃止）

４．１大蔵省預金部を資金運用部と改称

４．４郵便貯金法中改正法律公布(６月１日施

行、郵便貯金の樋類を通常・穂立・定額の

3種に整理）

４．７農漁業協同組合再建整備法公布施行

4.10納税貯蓄組合法公布施行

4.2O日本開発銀行設立(５月15日開業）

６．１全国証券取引所、信用取引(いわゆるレ

ギユラー・ウエイ）を開始

６１自動車抵当法公布(27年４月１日施行）

６．４証券投資信託法公布施行

６．５相互銀行法公布施行

6.15僧ITI金1111法公布施行

6.15商法の一部改正法律施行に伴う銀行法

等の金融関係法律の整理に関する法律公布

(７月１日施行）

6.15野村・日興・山一の3証券会社、第１回投

資信託の募集を開始

７．１優先外貨制度廃止

７．１証券処理調整協議会廃止

7．２朝鮮休戦問題の進展により株式･商品相



昭和26年

－２４１－

(1951正）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
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計画を調整するよう要請

3.31農業委員会法公布施行

4.10資産再評価法の一部改正法律公布施

行、再評価積立金の資本組入に関する法

倖公布(７月１日施行）

４．１１マッカーサ一連合国最高司令官解任、

後任にリッジウエー中将が就任

4.12ＧＨＱ、日米経済協力についての米本

国政府の意向打診のためマーカット経済

科学局長を派避(５月16日帰任し、声明を

発表）

4.13日蘭通商協定調印

５．１０ノツジウエー中将､司令部の日本管理

の緩和を声明

５．１沖縄からの輸入品に対する関税廃止

5.14ＧＨＱ､日本政府に対し７月以降のガリ

オア等対日援助の打切りと占領費の一部

の米側負担を通告

6.15商法の一部改正法律公布(７月１日施

行）

６．９土地収用法公布(12月１日施行）

6.20政府､公職追放解除(約2900名)を発表

(８月６日、第２次解除）

7.11持株会社整理委貝会廃止

7.2フフオスター米国経済協力局長官､米国

のアジア計画遂行上日本の工業力の全面活

3.15イラン国会、石油国有化法案可決

4.18欧州石炭鉄鋼共同体条約成立

5．１イラン、英国石油会社(アングロ・イ

ラニアン会社)の接収開始

6.23マリク・ソ連国連代表、朝鮮戦争の和

平交渉を提案(30日、リッジウエー司令

官、休戦を呼びかけ）

7.１０朝鮮休戦会談はじまる

主
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－２４２－

年号 日本銀行 金融一般

昭和26年

(1951年）

8.21ロンドン駐在参事設撹

8.21特別調在室廃止(所符1F務は総務部に移

符）

8.22-万田総裁､謎和全権姿、に任命される

8.23命令融資関係狐益金の処理完了

９．１臨時金利調整法に基づく市中金利の最

高限度を引上げ(1年定期預金5.4％→6％

等）

9.22事業償取得を対象とする金融機関から

の同偵買入れは当分行わない旨支店に通知

１０．１公定歩合引上げ(商業手形割；|歩合日歩

２厘引上げ、１銭6厘）

１０．４外国為替管理委貝会との間に､米ドル資

金の売戻条件付買入れに関する取決めを締

結(外国為替資金特別会計の円資金不足を

補うため）

10.15高率適用手続改正(股低利子歩合･第１次

高率適用限度額の算定方式の改正等）

10.18内国為替集中決済制度の廃止内定の旨

支店に通知

１１．１外国為替貸付制度改正(輸入手形決済の

ための貸付を廃止し、貸付の範１１１１を輸入信

用状開設保証金のみに縮'１，、廃止した部分

は輸入貿易手形を準用）

11.2Ｏ日本銀行資金運用部出納及び計算整理

規ＨＩ公布施行

11.24日本銀行特別調達資金出納取扱規程公

布施行

１２．１日本銀行券(Ｂ)五十円券を発１丁

12.2O日本銀行券発行限度を4700億円に改定

（12月１６日から実施、従来は3900億円）

12.21ワシントン輸出入銀行との11Wに4000万

ドルの綿花借款契約調EII

12.26Ｈ本相互銀行と取引開始(相互銀行取引

のはじまり）

場暴落

７．５大蔵省、当面の銀行業務の運営方針(大

口信用の抑制・歩積両建預金の自粛・粉飾

預金の廃止等)につき通達

７．９全l玉l銀行協会連合会､融資自主規制委貝

会を設置(30Ｈ､不要不急融資抑制基準を申

合せ）

8.16政府、ＧＨＱから米ドル資金の移管を受

ける

ａ３１日英新支払協定調印（ドル条項くドル.

クローズ＞の廃止）

９．１池川銀行設立

１０．２政府、ＧＨＱから英ポンド資金の移管を

受ける

1ｑｌ９全国銀行協会連合会融資自主規制委貝

会、長期設備資金の融資抑制方針を決定

1Ｕ２０大蔵省､各銀行に対し設備資金の融資抑

制を通達

１０．２０１２１本無尽会社､相互銀行に転換し日本柏

互銀行と改称(無尽会社から相互銀行へ､信

用協同組合から信用金庫への転換はしま

る）

１１．１全国信用協同組合連合会､全国信用金庫

連合会に改組

１２．１ＧＨＱ管】盟下にあるオープン勘定の日本

政府への移管開始

１２.１０通商産業省､優先外貨制度に代わる輸出

振興外貨資金制度を実施(７月１日以後の輪

出にさかのぼり適用）

12.12来京都民銀行設立

12.19外国為替管理委貝会､英ポンドの賀相場

を改定(地信1ポンド1007円02銭→1002円０５

銭）

12.19経済団体連合会､超均衡財政の是正を要

望する意見書を政府・日本銀行に拠出



昭和26年

(1951年）

－２４３－

政治・経済等 海外

首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

用方針を発表

8.28フルプライト教育基金設定(日米教育

交換計画）

９．８対日平和条約･日米安全保障条約調印

1ｑ４出入国管理令公布(11月１日施行）

10.24日本社会党、左右両派に分裂

11.16経済安定本部に日米経済協力連絡会

を設置

11.24会社利益配当等臨時措置法廃止

11.26連合国財産補償法公布(27日施行）

12.17繭糸価格安定法･糸価安定特別会計法

公布(いずれも27年１月１日施行）

12.17水産資源保護法公布(27年６月l6Ll施

行）

9．４サンフランシスコ対日識和会議はじ

まる(8日まで、５２か国参加）

9.23米国､マッカラン法(国内治安法)、大

統領の拒否権をこえて成立発効

9.271ＭF、非貨幣用金の自由価格売買を

承認

11．７英国、公定歩合引上げ、２→2.5％
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－２４４－

年号 日本銀行 金融一般

昭和26年

(1951年）

12.24大職大臣の諮問機関として省内に臨時

金倣制度懇談会を設置(銀行法改正等を春

雛）

12.24通商産業省、ポンド地域･オープン勘定

地域からの輸入促進のため、信用状１１M設の

緩和・輸入担保率の引下げを実施

昭和27年

(1952年）

1.14Ｍi和・千葉・大津・津・奈良の各41;務所

を廃止

2.18別口外国為替貸付制度実施(ポンド地域

およびオープン勘定地域からの輸入促進の

ため）

3.31閉鎖機関整理委員会の会計代理人の任

を解かれる

4.15；11口外国為替貸付制度改正(貸付の対象

にドル地域から輸入する合理化技術・機械

を追加）

4.15貯蓄増強中央委貝会設概(事務局を貯蒋

推進部に置く）

５．１日米行政協定に鑑づく米軍経費支払い

のための経理措置として在日米軍との当座

預金取り|を開始

５．８日本銀行特別融通及損失補償法に基づ

〈特別触通の期限満了(回収不能25行・社、

5283万円、FJ本銀行の収終超過額9495万円、

これに伴い７月１０日､特別融通純益金4212万

1.16復興金融金庫解散(椛利義務を日本開発

銀行が継承）

1.18干葉興業銀行設立

2.18外国為替符理委員会､ポンド過剰対策と

して先物為替相場の変更・輸出為替Ｈ予約

期間の短縮等を実施(３月３日､通商産業省の

輸出調盤措置実施に伴い規制緩和）

3．６武蔵野銀行設立

3.31輸出信用保険法の一部改正法律公布(４

月１日施行､金融機関の輸出関係融資の損失

補償追加等）

４．１日卒輸出銀行法の一部改正公布施行(lＬＩ

本輸出入銀行と改称）

４．１郵便貯金金利引上げ(2.76％→3.96％）

４．５ＧＨＱ、接収中のft金属等を平和条約発

効とともに解除する旨通告

4.18政府、ＩＭＦへの加盟を閣議決定

4.28外国為替等兆中規Illの一部改正公布施

行(外|玉l為替銀行にドル為替の保有を認め

る持高災中制実施など）

4.28日米安全保障条約に基づく行政協定の

実施に伴う外国為替管理令等の脇時特例に

関する政令公布施行(駐翻軍の取引･箙票に

よる支払などについて規制対象外とする特

例措置）

5.281ＭＦおよび国際復興開発銀行(世銀)、

日本の加盟を承認

5.31設価輸出為替扱失補償法公布施行



昭和26年～昭和27年

（1951年～1952年）｜大蔵大臣

－２４５－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

１．１６公益事業委員会、遜源開発5か年計画

を発表

1.18日本･インドネシア賠償中間協定仮調

印

2.25通商産業省､綿紡4割操短を勧告(３－５

月）

2.28日米安全保障条約に基づく行政協定

調印

2.29沖繩米民政府､琉球政府設立に関し布

告(４月１日発足）

3.14企業合理化促進法公布施行

3.28繊維相場暴落､大阪三品取引所後場休

会

3.31国際的供給不足物資等の需給調鑑に

関する臨時措置に関する法律公布(４月１

日施行）

3.31閉鎖機関整理委員会解散令公布施行

3.31ＧＨＱ、賠償指定旧軍工廠の転活用を

許可

4.11ポツダム宣言の受諾に伴い発する命

令に関する勅令廃止法律公布(28日施行）

4.12労働法規改悪反対闘争委員会､破壇活

動防止法案反対スト実施(18日第２波､6月

7日第３波スト）

4.21公職に関する就職禁止.退職等に関す

る勅令等の廃止法律公布(28日施行〉

４２８対日平和条約.日米安全保障条約、発

効

4.28ＧＨＱ･対日理事会･極東委貝会、廃止

4.28台湾の国民政府との間に日華平和条

約調印(８月５日発効）

4.30戦{鰯病者戦没者遺族等援謹法公布施

行(遺族国庫債券の交付など）

５．１メーデー事件(皇居前広場で騒擾)お

こる

5.29食柵管理法改正公布(６月１日施行）

２．１１ＭＦ、西ドイツの加盟を承認

3.14英国、公定歩合引上げ、2.5→4％

4.3モスクワ国際経済会議開催

5.26米・英・仏3か国、西ドイツと平和条

約調印

5.29西ドイツ、公定歩合引下げ、６→5％
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－２４６－

年号 日本銀行 金融一般

昭和27年

(1952年）

円を政府に納付）

6.141ＭＦおよび世銀への加盟に伴い、［｣本

銀行が同基金およびIij]行の保有する本邦通

貨の寄託所に指定される

6.161ＭＦに出資する金に充当するためＨ本

銀行所有金地金１５トンを政府に売却

6.20別、外国為替貸付制度改正（ドル地域か

らの輸入に対する貸付適用品目の範囲を拡

張し、従来の制限を事実上撤廃）

6.20地方債の公募再開に伴い特定の地方債

を担保とする貸付に優遇措置を実施

7.31大蔵省設置法の一部改正法律等の施行

に伴う関係法令の整理に関する法律の公布

(８月１日施行)により、日本銀行法一部改正

(通貨発行審議会の規定削除､以後日本銀行

券股高発行限度は主務大臣が閣議を経て決

定）

7.31大蔵省設置法の一部改正法律等の施行

に伴う関係命令の整理に関する政令の公布

施行により、日本銀行による外資委貝会の

事務取扱に関する政令廃止

7.31経済安定本部設iEt法の廃止及びこれに

伴う関係法令の整理に関する法律公布(８月

１日施行>により、通貨発行審議会法等廃止

８．１外国為替符理委貝会廃止に伴い､大蔵大

臣から外国為替の符理ならびに外貨資金運

営に関する事務の委任を受ける

８．９国際復興開発銀行(世銀)預り金勘定を

開設

8.20別口外国為替貸付の利率引下げ(輸入促

逆のため、スターリング地域・オープン勘

定地域3％→2％、ドル地域4％～5％→4％）

６．１束京銀行協会､手形交換の地区別予備交

摸を実施

６．２国民貯蓄債券法公布施行

６．２外国為替管理委貝会､本邦外国為替銀行

と英本国銀行とのコルレス契約締結を許可

6.12長期侭用銀行法公布(一部即日、大部分

１２月１日施行）

6.13貴金属管理法の一部改正公布施行(金以

外の貴金属を規制対象から除き、法律名を

金管理法と改称）

6.14貸付信託法公布施行

6.14国際通貨基金および国際復興開発銀行

への力11盟に伴う措置に関する法律公布施行

6.16本邦外国為替銀行､自己名義米ドル勘定

を在米コルレス先銀行に開設

6.2Ｏ農業共済基金法公布施行

6.20道路交通事業抵当法公布(８月20日施行）

6.25簡易生命保険および郵便年金の積立金

の連用に関する法律公布(28年４月１日施行）

７．１束京外国為替市場開設

７．１日本開発銀行法の一部改正公布施行(市

中銀行の触資月代わ')､政府からの借入れ、

見返資金の対私企業貸付金の承継など業務

範囲拡大）

7.31大蔵省設置法の一部改正公布(８月１日施

行)により外国為替管理委員会設置法･外資

委貝会設掻法廃止

7.31外国為替審議会令および外資審議会今

公布(いずれも８月１日施行）

８．１大蔵省､加工胴金の金納入者への売戻し

を実施

８．１大蔵省内に金融制度調査室を設置

8.11国際通貨基金等への出資に伴う国債の

発行等に関する省令公布施行

8.14国際通貨基金および国際復興開発銀行

両協定への日本加盟調印



昭和27年

(1952年）

首
相
Ｉ 大
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大
臣

－２４７－

政治・経済等 海外

首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

６．１麦類の統制廃｣上

６．１日中貿易促進関係諸団体の高良と

み・帆足計・宮腰喜助の3氏、北京で日中

貿易協定に調印(民間協定）

６．６道路整ｲiii特別措避法公布施行

６．７会社更生法公布(８月１日施行）

６．９日本・インド平和条約調印

6.30国有財産特別措置法公布施行

７．１外資に関する法律の一部改正公布施

行(外資導入促進のため､導入外資の海外

帰還に関する送金保証範囲の拡大）

7.15農地法公布(10月21日施行、農地調整

法・自作農創設特別措置法等廃止）

7.21破壊活動防止法公布施行

7.31自治庁設詮法･経済審議庁設澄法公布

(８月１日施行、地方自治庁殼潤注･地方財

政委貝会設世法等廃止）

7.31保安庁法公布(総理府に保安庁を新

設、警察予備隊を保安隊に編成替え、施

行８月１日・１０月15日）

7.31労働関係調整法等の一部改正法公布

（８月１日施行、緊急調整制度実施など）

7.3１日本電信電話公社法公布(８月１日雄

行）

7.31近源開発促進法公布施行

８．１地方公営企業法公布(－部を除き10月

１日施行）

８．１経済審議庁・工業技術院設置(経済安

定本部・公益事業委員会廃止）

８．１特定中小企業の安定に関する臨時措

世法公布施行(29年３月末までの時限立法

で指定業種に生産調整等を認める）

８．５輸出取引法公布(９月１日施行）

８．７国際冠信電話株式会社法公布(９月1０

日施行）

7.19へルシンキでオリンピック開催(戦後

ＩＦ１本初参加）

7.23エジプトでクーデター発生(指導者ナ

セル）

0.21西ドイツ、公定歩合引下げ､５→4.5％
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－２４８－

年号 日本銀行 金融一般

昭和27年

(1952年）

9.13援助資金私企業貸付金債権の一部を日

本開発銀行に引継ぎ(10月18Ｈに残りを引

継ぎ）

9.16外国為替資金特別会計からのアウトラ

イト買いをはじめて実行(5000万ドル､同会

;十の円資金繰り緩和のため）

10ｌ釧路支店開設

１０．６臨時金利調整法に基づく市中金利の最

高限度を引下げ(貸出金利1厘引下げ等）

10.31資金局廃止

１１，１日卒銀行の本邦外における外貨債の特

別取扱に関する省令公布施行

１２．８政府保有米ドル資金の外国為替銀行預

託に伴い、外国為替貸付制度の米ドル資金

による新規貸付を取りやめ

12.１０日本銀行券発行限度を5100億円に改定

(従米は4700億円）

12.3Ｏロンドン駐在参躯付パリ駐在設置

９．１証券取引審議会今公布施行

９．１束京銀行、ロンドンに支店設置(戦後初

の本邦銀行の海外支店設置）

9.10第１回国民貯蓄債券の公募亮出し開始

(10月１日発行、発行額14億円、なお本債券

の発行は12月の第３回をもって'１１止）

9.15199束銀行設立

10.15全国銀行協会連合会、重要産業･'１〃]､企

業関係設備資金等につき抑制緩和方針を決

定

１１．７全国銀行協会連合会､金融問題調査委貝

会を設置

１２．１日本長期信用銀行設立(5日開業）

１２．１日本興業銀行､長期信用銀行法に基づく

銀行に転換

１２．１大阪銀行、住友銀行の行名に復帰(旧財

閥系銀行の旧行名復帰のはじまり）

１２．８本邦外国為替銀行に対し政府保有ドル

資金の預託を実施

12.23筑邦銀/１丁設市

12.27電信電話慣券令公布(28年１月１日施行）

12.27中小漁業融資保証法公布施行(漁業信用

基金の設置ほか）

12.29農林漁業金融公庫法公布施行(農林漁業

資金融通法廃止）

昭和28年

(1953年）

２．２外国為替３１当貸付制度実施(本邦外国為

篠銀行に対する信用状付3か月以内の米･英

通貨表示期限付輸出手形を引当とする手形

貸付制度）

２．２貿易手形制度を輸出前貸手形制度と改

称、また輸入貿易手形を輸入決済手形、運

賃貿易手形を輸入迎貨手形と改称

３．２外国為替貸付制度の新規貸付を停止し

本制度を事実上廃止

3.27漁業信用基金保証手形を担保とする手形

１．５外航船舶建造融資利子補給法公布施行

２．２海外合弁銀行としてサンフランシスコ

に加州住友銀行と加州東京銀行が開店

２．４株式市場､質人気高まり東証ダウ平均株

価474円の新高値を記録(9日､各証券取引所

事務繁忙のため臨時休会）

2.25外国為替等集中規則の一部改正公布(３

月２日施行､外国為替銀行の保有できる対外

支払手段として英ポンド資金を追加）

３．２本邦外国為替銀行､自己名義英ポンド勘

定を在英コルレス先銀行に開設(政府､本邦

外国為替銀行に対し保有英ポンドの預託制度



昭和27年～昭和28年

－２４９－

(1952年～1953生）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

８．７日本・インドネシア通商協定調印

8.11日米民間航空運送協定調印

8.28衆議院解散

9.24遜産、電源スト実施(12月18日妥結）

１０．１第25回衆議院議風総選挙

10.17炭労､無期限スト実施(12月16日中止）
10.30第４次吉田内IMI成立

1.10経済審議庁､初の国民所得白書を発表

2.28酒税法公布(３月１日施行、全面改正）

3.14衆議院解散

１１．１米国、水爆実験(エニウェトク環礁）

11.14吋共産圏輸出統制委貝会(ココム)、日

本の加入を決定

１．８西ドイツ、公定歩合引下げ､4.5→4％

1.16米国、公定歩合引上げ、L75→2％

1.2Oアイゼンハワー、米国大統領に就任

２．３西ドイツ､平価を１ドル対4.2マルクと

決定

2.14国連アジア極東経済委貝会(エカ

フェ)、日本の加盟を承認

2.15韓国、緊急通貨措置令公布(通貨単位

をウォンからホヮンに改めるとともに、

平価切下げく新１日通貨交換比率１対100＞
を断行）

３．５スターリン・ソ連首相死去

吉
田

茂
（
第
三
次
）

釦０
士
ロ

田
茂
（
第
四
次
）

池
田
勇
人

０３０１

可
丼
忠
晴

（
第
十
八
代
）
一
万
田

尚
登



－２５０－

年号 日本銀行 金融一般

昭和28年

(1953年）

貸付に優遇措置を実施

3.31生活困窮者に対する遺族国庫債券の賀

上償還事務を開始

4.17在日外国銀行を外国為替引当貸付制度

の対象に含める

5．８ワシントン輸出入銀行との間に第２次綿

花借款契約調印(4000万ドル）

5.15国際通貨基金F(り余勘定を開設

5.25ポンド地域および－部を除くオープン

勘定地域からの輸入にかかる別口外国為替

貸付の利率引上げ（ドル地域なみ4％）

8.15造船コスト引下げを図るため鉄鋼原材

科・機械・技術の輸入にかかる別ﾛ外国為

替貸付の利率引下げ(2％を適用）

8,17別口外国為替貸付制度改正(FOB建輸

入の場合の運賃・保険料についても適用）

を実施）

３．５スターリン死去の報によ')株価暴落

3.16全国銀行協会連合会､不要不急融資の抑

制を各行に要請

3.16消費生活協同組合資金の貸付に関する

法律公布(４月１日施行）

3.19大蔵省、銀行業務の合理化に関し通達

(粉飾･両建預金の自粛、営業所設置の抑制

等）

４．１農林漁業企駐公庫設立

4.21全国銀行協会連合会、歩積.両建預金等

の自粛方策につき各地銀行協会あてに通知

(このあと相互銀行･信用金庫の各業界も同

様の措置をとる）

4.29日英金融会談終結

5.111ＭＦ理事会、日本円の平価を純金

2.46853ミリグラム＝1円(１ドル＝360円)と

決定

5.21大蔵省､外国銀行の信用供与による英ポ

ンド延期限付輸入手形の利用を認める

６．１大蔵省､信託兼営銀行に対し信託1M産の

分別管理につき通達

７．４国際復興開発銀行等からの外資の受入

に関する特BlI措糎に関する法律公布施行

7」５小額通貨の整理および支払金の端数計

算に関する法律公布施行(－部29年１月１日

施行、小額紙幣整理法等廃止、当時通用の

1円以下の補助貨幣・１円未満の']､額紙幣.

'1､額I｣本銀行券は本年末限り通用禁止、そ

の後29年６月末までに引換え）

7.15金管理法公布(８月１日施行、｜日法の全面

改正）

7.30開拓融資保証法公布施行

7.31有価証券取引税法公布(８月１日施行）

８．１産業投資特別会計法公布施行(米国対日

援助見返資金特別会計法廃止）

８．１相互銀行法の一部改正法律公布施行(内

国為替取引を認める）

８．１中小企業金触公庫法公布施行

８．１鉄道俄券および遜信冠話憤券等に係る

憤務の保証に関する法律公布施行

８．１金貫入規則公布施行(金地金の買入及び

売却等に関する省令等廃止）

８．７租税特別措iiR法の一部改正法律公布施

行(預貯金利子等につき源泉分離課税制度

の実施など）



昭和２８年

－２５１－

ｒｌｑｍ生､

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

４．２日米友好通商航海条約調印

４．４日英貿易調整会談妥結(対日輸入制限

の綴和など）

4.19第26回衆議院議貝総選挙

5.21第５次吉田内閣成立

６．９日独通商協定調印

７．４総評力Ⅱ盟単塵､スト規制法案反対スト

実施(11日第２波、２７日第３波スト）

7.31塩業組合法公布(８月１日施行）

7.31公衆電気通信法公布(８月１日施行）

８．１商工会議所法公布(10月１日施行､１日法

廃止）

８．１富裕税法廃止法律公布施行

８．７近気事業および石炭鉱業における争

議行為の方法の規制に関する法律(いわ

ゆる｢スト規制法｣)公布施行

８．８農林漁業組合連合会整備促進法公布
施行

０．８輸出取引法の一部改正公布(９月１日施

行、輸出入取引法と改題）

8.17農産物価格安定法公布施行

8.27農業機械化促進法公布(11月２０日施

４．８国連総会、箙縮決識を採択

4.26朝群休戦本会談再開

５．４西ドイツ箪戦後はじめて外国為替市場
再開

５．４１ＭF、加盟国に優先外貨制度の廃止

および通貨の交換性回復への努力を要請

6.11西ドイツ、公定歩合;|下げ､４→3.5％

7.27朝鮮休戦協定調印

8．８ソ連、水爆保有を発表

古
田

茂
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次
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－２５２－

年号 日本銀行 金融一般

昭和28年

(1953年）

９．６国際収支の悪化に対処し窓口規制を強

化(巾ｉｉｉ銀行に対し９月中の貸出予定額の削

減を要望）

9.26手形割引市場育成のため､輸入物資引取

資金lMl係スタンプ手形の適格要件を備えた

紡績手形を割引市場における適格手形とし

て取扱うことを決定

１０．１高率適用手続の運用強化(最低利子歩合

および第１次高率適用限度額を､従来の算式

に基づく額に一定の割合く調整率＞を乗じ

た額に圧縮）

106米国対日援助見返資金特Zll会計法廃止

に伴う関係省令廃止(援助資金別'二1預金取

扱規程等廃止）

１０．８世銀償をはじめて買入れ(200万ドル）

10.15輸入決済手形の適)１１対象品目から主食

以外の食料・衣料品等不要不急品を除外

10.17別I｣外国為替貸付制度改正(貸付適用品

目の整理および貸付期間の短縮）

10.20輸入原油の９１取資金関係スタンプ手形

を廃止し、輸入原綿・毛引取資金関係スタ

ンプ手形の手形期llIjを短縮

１２．１Ｕ本銀行券(Ｂ)百円券を発行

１２．３ワシントン輪111入銀行との間に第３次綿

花借款契約調印(6000万ドル）

12.18ニューヨーク連邦準備銀行と取引開妃

(日本銀行名義勘定開設）

８．７特別減税国債法公布施行

8.10信用保証協会法公布施行

8.17労働金庫法公布(10月１日施行）

8.17第１回特別減税国債売出し〈発行９月２日、

約19億円）

8.2,11$小企業金融公庫設立(９月11日開業）

8.20外貨資金特別割当制度実施(輸出振興外

貨資金制度廃l上）

027有価証券の募染または兎出の届出等に

関する省令公布(９月１日施行）

９．１大蔵省､五分半利国庫債券の発行価格を

改定(第11向から100円→96円、応募者利回

り年6.21％）

９．７大蔵省､本邦外国為替銀行に対し外貨預

入制度を開始

９．０大蔵省、英ポンド資金不足に対処し

IMFから円貨をもって500万ポンドを買入

れ(12月末までに累計2230万ポンド買入れ、

30年12月、米ドルによ')円買戻し）

9.24外国為替災$'１現Ｈｌの一部改｣E公布(10月

１日施行､乙種外国為替銀行に対し本JkIl内に

おける米ドル資金の保有を認める等）

9.3Ｏ全国銀行協会連合会､再度不要不急融資

の抑制を各行に要舗

１０．１５０１１部・関西・九州の遜力3社に対する初

の世銀借款成立(第１次火力借款、4020万ド

ル）

10.23政府､通貨価値の安定確保を諸政策の中

核とする旨声明

10.24保全経済会休業

11.12証券業者の登録・資本の額･純財産額お

よび営業jIj純資本額等に関する政令公布施

行

12.24奄芙群島の復帰に伴う通貨および債権

等の措置に関する政令公布(25日施行）



昭和２８年

－２５３－

(1953年）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

行）

９．１町村合併促進法公布(10月１日施行、３

年間の時限立法）

９．１私的独占の禁止および公正取引確保

に関する法律の一部改正公布施行(不況

カルテルの結成を認める、平業者団体法

廃止）

9.29日米行政協定改定調印(米国軍人・派

属の公務外の犯罪を日本側裁判権に切替

え）

10.29ＨＩｉＩ貿易促進議貝連盟､北京において

第２次日中民間貿易協定に調印

11」２世銀調査団来日(12月16日、日本経済

および1M政政策に関する意見書を政府に

提出）

１２．９１日三菱系4商社、合併調印(29年７月１

日、三菱商事として新発足）

12.24奄芙群島返還に関する日米協定調印

(25日復帰）

9.17英国、公定歩合引下げ、４→3.5％

1023かツト総会、日本を準加盟国に承認

土
ロ

田
茂
（
第
五
次
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－２５４－

年号 日本銀行 金融一般

昭和28年

(1953年）

12.25奄美群島復帰に伴う通貨の交換手続に

関する大蔵省令公布施行

昭和29年

(1954年）

１．４高率適用制度の調整)+《引下げ(40％→

３０％）

1.16輸入決済手形および輸入運賃手形の割

引扱いを廃止し、同手形を担保とする手形

貸付に改める

1.16輸入鉄鋼原料･皮革の引取資金関係スタ

ンプ手形の貸付期間短縮、輸入亜麻引取資

金についてはスタンプ手形適用を廃止

1.25裁定外国為替相場の公示方法を従来の

大蔵省告示方式から日本銀行本店における

公示に改正(支店も適宜掲示）

1.31字都官・岐阜・和歌山不務所廃止

２．５－万ｍ総裁､小笠原蔵相と会談し、財政

金融一体化による引締め政j1t強化の線で合意

２．８融資斡旋部廃止

２．９政筑委風会において大蔵省代表委貝、

オーバー・ローン是正に関する同省案を説

明(政府手持外貨をＨ本銀行に売却し代わ

り金を原資としてオーバー・ローンを解消

する）

2.13-万田総裁、小笠原蔵相と懇談し、オー

パー・ローン問題は今後慎重に検討するこ

とで意見一致をみる

2.19総裁､金融引締め政策遂行に当た')救済

触資は行わない旨を表明

2.26史料調在室設置

３．１商率適用手続改正(最低利子歩合および

第１次高率適用限度額算出に際し取引先の

資産運用状況を加味するとともに調整率を

90％に引上げ､また第２次高率適用利子歩合

を引_'二げる）

３．９輸入金触優遇措置の全面的見直し措置

を決定(①別口外国為替貸付の新規貸付承

認を停止②輸入決済手形・運賃手形の手形

期１１１１短縮く以上10日以降実施＞③輸入物資

引取資金関係スタンプ手形制度を鉄鋼およ

び皮革を除き停止④工業手形のスタンプ手

形制度準用扱いを廃止く以_'二31日限り＞）

4.１０日本銀行券預入令等を廃止する法律公

布(７月１日施行）

1.14政府、輸入保証金制度の運用を強化(保

証金を現金に限定し、日本銀行への再預託

制を実施）

1.15菌山産業銀行設立(現面山銀行）

1.25臨時金融制度懇談会､外国為替専門銀行

法案につき結論を保留、政府原案を妥当と

する意見多数と答申

３．１全国銀行協会連合会、大蔵省のオー

バー・ローン解消策に反対の旨意見表明

3.15当薮金付証票法の一部改正公布(４月１日

施行)により政府による宝くじの発行を廃

止(以後都道府県による発行のみ）

3.16本邦外国為替銀行に対する外貨預金制

度実施(従来の外貨預託と外貨預入を統合）

3.19全国銀行協会連合会､金砿引締めにあた

り無用の混乱を避けるよう政府.Ｈ本銀行

に対し要望

3.29全国信用協同組合迎合会設立(４月１日開

業）

4.10外国為替銀行法公布施行

4.12大蔵省､各金触機関あてに特利に関する

厳重な警告を通達



昭和２８年～昭和２９年

－２５５－

(1952年～1954垂１

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

３．８来京において日米相互防衛援助協定

(ＭＳＡ協定）・農産物の購入に関する協

定・経済的措置に関する協定．投資の保

証に関する協定等に調印(いずれも５月１
日発効）

3.23日仏貿易協定調印

3.31米国対日援助物資等処理特別会計法

等の廃止法律公布(４月１日施行）

3.31ガス蕊業法公布(４月１日施行）

４．１日加通商協定調印

４．２関税法公布(７月１日施行、１日法の全面

改正、保税倉庫法・保税工場法廃止）

４．９日本商工会議所･経済同友会および経

済団体連合会、政府のデフレ政策が金融

独走に終わることなく､総合UHdl〔を確立すべ

２．５米国、公定歩合引下げ、２→Ｌ75％

３．１米国、ビキニ水域で水爆実験

3.1g英国､ポンド決済地域の拡大と金市場

再開を発表(22日実施）

4.16米国、公定歩合引下げ、1.75→1.5％
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-２５６－

年号 日本銀行 金融一般

昭和29年

(1954年）

5.22大蔵省関係法令の整理に関する法律公

布施行され、日本銀行の手形割引に閃る損

失の補償に関する法律・震災手形善後処理

法･党換銀行券整理法等廃止(その他の廃止

法令は国立銀行条例・営業満期国立銀行処

分法・金融機関債券発行特例法など）

６．１外国為替引当貸付制度の引当手形に西

独オープン・ドル表示期限付輸出手形を追

加(７月１日カナダ・ドル、８月２日スイス・フ

ラン表示のものも追加）

7.22輸出前貸手形担保貸付を高率適用の対

象外とする

８．９輸入決済手形および輸入運賃手形の輪

111前貸手形制度iWU扱いを廃止し、新たに

輸入決済手形制度をIMI定

8.16臨時金利調整法に基づく市中金利の股

高限度を引｣二げ(輸入決済手形の貸出金利２

厘引上げ）

8.3Ｏワシントン輸出入銀行との1町に第４次綿

花借款契約調印(6000万ドル）

1ｑｌ輸入決済手形を担保とする貸付を高率通

5.10全国信用金庫連合会､信用金庫の内国為

替奥中決済制度を実施

5.10国民金融公庫が行う恩給担保金融に関

する法律公布施行

5.12通商産業省､外貨資金割当制輸入に対す

る輸入保証金制度の運用を強化(日本銀行

への再預託制実施など）

5.15利息制限法公布(６月15日施行、１日法廃

止）

5.15建設機械抵当法公布(11月14日施行）

5.15地方財政平衡交付金法の一部改正公布

施行(地方交付税法と改題）

5.15経済援助資金特別会計法公布施行(米国

から経済援助協定に基づいて贈与される円

資金を経理）

5.15金融機関再建整傭法の－部改jE公布施

行(調整勘定の処理を促進）

6.14金融IiI1体協議会､各都道府県に金融懇談

会および銀行懇談会を、来京にこれらの'１１

央組織を設けることを決定(特利の自粛･融

資自主規制の効果発揮等のため）

6.15農業協同組合法の一部改正公布施行(全

国および都道府県農業協同組合中央会の設

立など）

6.23出資の受入･預り金および金利等の取締

等に関する法律公布(－部即日、その他8月

１日施行）

7．１カナダ・ドルを指定通貨に追加

7.14信託協会､特利問題に関連し、単独運用

指定金銭信託の配当率などに関する自jili借

謎を決定(20FI実施）

８．１束京銀行､外国為替銀行法に基づく外国

為替専門銀行として新発足

8．２スイス・フランを指定通貨に追加

１０．１全国信用金庫連合会､業界の相互援助対



昭和２９年

－２５７－

(1954年）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

き旨を３団体それぞれ決議

4」６日米租税条約をワシントンで調印(３０

年４月１日発効）

５．１石油資源探鉱促進lZiA時措置法公布施

行

5.17株式会社以外の法人の再評価積立金

の資本組入に関する法律公布施行

5.19厚生年金保険法公布施行

5.20土地区画整理法公布(30年４月１日施

行）

5.24束京に百貨店対紫小売商連盟結成

６．１企業資本充実のための資産再評価等

の特別措世法公布施行

６．２輸出水産業の振興に関する法律公布

（大部分12月１日施行）

６．９防衛庁設磁法・自衛隊法公布(いずれ

も７月１日施行）

6.14酪農振興法公布(大部分８月７日施行）

6.15企業再建整備法の一部改正公布施行

（最終処理の促進）

6.24日本、国連アジア極東経済委員会(エ

カフェ)に加盟

７．１新警察法施行(国警･自治体審察廃止、

警察庁・都道府県警察発足）

9.21政府､内閣に最高輸出会議の設置を決

定

9.26青函迎絡船洞爺丸、函館港外で転麺

10.12中ソ両国、対日関係の正常化を望み、

５．１ギIノシヤ、デノミネーション実施

(1000ドラクマを１ドラクマに）

5.13英国、公定歩合引下げ、3.5→3％

5.20西ドイツ、公定歩合引下げ､3.5→3％

7.21インドシナ休戦協定､ジュネーブで調

印

8．５イラン･国際石油合弁会社、新石抽協

定に調印(1951年以降の石油紛争解決）

９．８東南アジア条約機榊(SEATO)結成

10.23西欧9か国、パリ協定調印(西ドイツ
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－２５８－

年号 日本銀行 金融一般

昭和29年

(1954年）

用対象貸出に加え、調整率を70％に引下げ

１０．８農林中央金庫に対し､余裕資金吸収のた

め日本銀行保有手形の賀民条件付売却の実

雄を決定

12.10-万m総裁辞任(大蔵大臣に就任）

12.11第19代総裁に新木栄吉が就任

策として信用金庫振興預金制度を実施

10.25全国銀行協会連合会、歩積･両建預金の

自粛措置に関し各地銀行協会あてに通知

(第２次自粛申合せ）

１１．１大蔵省､外国銀行および本邦甲種外国為

替銀行の与信によるドル・ユーザンス制度

の実施を認める(ただし適用品目を鉄鋼原

材料等に限定）

11.15全国農業協同組合中央会設立

11.15大蔵省､戦前発行の本邦英貨債の買入錆

却の実施を決定

昭和30年

(1955年）

1.114$務改善調杵宰設置

4.15イングランド銀行に日本銀行名義勘定

を開設

５．６輪入物資引取資金関係スタンプ手形制

度を６月30日スタンプ押なつ依頼分限りで

全廃することを決定

6.20短資取引扣保登録社俄等代用証書制度

実施

7.11米国余剰農産物受入協定に基づく食糊

および綿花の輸入関係所要資金に輸入決済

手形制度を適用

1.12割増金付貯蓄取扱準ⅡU公布(３月１日募染

分から適用）

３．１全国相互銀行協会､相互銀行相互保障協

定を実施

３．６労働金庫連合会設立(４月１日開業）

3.17全国銀行懇談会、歩積･両建および特利

の自粛を申合せ

3.28全国銀行協会連合会､預金粉飾の抑制に

関し各地方協会に通達

４．１大蔵省､本邦外国為替銀行に対する外貨

預金制度における預入資金の使途制限を撤

廃

４．１大蔵省､外国為替銀行によるユーザンス

制度の適用対象を拡大

5.19金融機関の歩積･両建預金問題､国会(衆

議院大蔵委貝会)で論議される

5.23全国銀行協会連合会､並手形の貸出最高

金利を眺時金利調整法の範囲内で自主的に

ロ歩1厘引下げることを決定(６月10日実施、

銀行貸出金利目主規制方式のはじまり）

5.27全国信用保証協会連合会設立

６．７郵便貯金法の一部改正公布施行(預入限

度;|上げ10万円→20万円）

6.20臨時通貨法の一部改正公布施行(五十円

貨を迫力Ⅱ、９月１日から流通開始）

７．１長期信用銀行および信託銀行､電力1ｶJけ

長期貸出金利(臨時金利調整法規制外)を自

主的に日歩1厘引下げ(生命保険も10日に迫



昭和２９年～昭和３０年

（1954年～1955年）

－２５９－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

平和・独立を支持するとの共同声明を発

表

１１．５日本・ビルマ平和条約および賠償・経

済協力協定に調印(30年４月16日発効）

１２．７第５次吉田内閣総辞職

12.10第１次鳩11I一郎内閣成立

1.18政府、総合経済6か年計画をlllI識決定

1.24衆議院解散

2.14日本生産性本部発足

2.27第27回衆議院議貝総選挙

3.19第２次鳩山内閣成立

5.31農産物に関する日本国とアメリカ合

衆国との間の協定に調印(６月25日発効、

余剰農産物受入協定）

６．７関税および貿易に関する一般協定

(ガット)への加入議定響に調印(９月10日

発効）

6.30商法改正公布(７月１日施行、新株引受

楢に関する事項を定款の絶対的記戟事項

から除外など）

7．８日本住宅公団法公布施行(25日発足）

7.20経済審議庁設置法の一部改正公布施

行により経済審議庁を経済企画庁に改組

の主権回復・再軍備・ＮＡＴＯへの加盟を

承認）

1.27英国、公定歩合引上げ、３→3.5％

2.24災国、公定歩合引上げ、3.5→4.5％

３．１中国､デノミネーション実施(1万元を

新1元に）

4.15米国、公定歩合引上げ、Ｌ５→1.75％

4.1８アジア･アフリカ会議、バンドンで開

催

5.14ソ連・東欧8か国、友好相互援助条約

(ワルシャワ条約)に調印

7.18ジュネープで米・英・仏・ソ4か国首

脳による世界の緊張緩和に関する会議開

催
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－２６０－

年号 日本銀行 金融一般

昭和30年

(1955年）

7.11パキスタン1iiIけ米国余剰綿花の委託力Ⅱ

工貿易に伴う綿花輸入関係所要資金に輸入

決済手形Nil１度を適用

8．４ワシントン輸出入銀行とのⅡ!]に第５次綿

花借款契約調印(6000万ドル）

8.10公定歩合引上げ(商業手形割引歩合4厘

ワ|上げ、２銭）

8.17高率適用手続改正(公定歩合の大幅引上

げに対応し､股低利子歩合および1次高率の

適用限度額の算定方式を改定し、高率の適

用を個別・例外的なものとしたほか、０１１小

企業金融関係別枠融資等高率適用減免措置

を廃止、商工組合中央金庫・農林１１１央金庫

を適用先から除外、輸入決済手形および同

運賃手形担保貸付を適用対象外とするなど）

8.22余剰農産物協定に基づく米国財務省支

出官の預金'二1座を本店にllIl設

8.23コール･レートについて設けていたⅡ本

銀行指導レート（臨時金利調整法規制対象

の翌日ものを除く、最商限度)の廃｣上を決定

9.30外国為替相場変動に伴う日本銀行保有

外貨資産の損失補填準備のため、外国為替

変助準備金を新設

1ｑｌ外国為替引当貸付制度の引当手形にド

イツ・マルク表示期限付輸出手形を追加

１１．８銀行および金庫に対し､余裕金吸収のた

随引下げ､自主規制金利長期プライム･レー

ト方式のはじまり）

７．６余剰農産物輸入見返円貨に関する日本

政府とワシントン輪111入銀行との間の借款

協定調印(HllH発効）

７．９特別円問題の解決に関する日．タイ間の

協定、バンコクで調印(８月５日発効）

7.1、佐賀中央･佐賀興業両行合併し佐賀銀行

を新立(佐賀県の普通銀行は1行となる）

7.11住宅融資保険法公布施行

7.28日独新支払協定調印(オープン勘定廃

止、１０月以降現金決済へ移行、以後イタリ

ア・アルゼンチンとの間にも同様措置がと

られる）

7.30余剰農産物資金融通特別会計法公布施行

８．１証券取引法の一部改正公布施行(証券金

融合社を証券取引法上の金融機関としてそ

の性格を明確化）

8.15自作農維持#ﾘ設資金１５１１適法公布施行

8.22全国相互銀行協会､常盤相互銀行に対し

相互保障協定の発動を決定(n本相互銀行

６人的・資金的援助を行う）

9.19全国銀行協会連合会、歩穣･両建預金の

自粛措置を申合せ(第３次）

10．１ドイツ・マルクを指定通貨に追加

１０.１０全国銀行協会連合会､投融資委貝会をi没iHt

10.12全国相互銀行協会、過当な歩積･両建頑

金の廃止を決定(11月１日から実施）

10.17全国信用金嘩協会、各金庫へ歩積･iillj建

預金の自粛を要請

10.21大蔵省、日本銀行と協議のうえ、農林中

夫金庫の余裕金を食糧符理特別会計が借入

れる措置をとることを決定

1Ｕ２２政府､輸入保証金の担保率引下げ､現金

担保の範囲縮小

11.15全国相互銀行協会､金利自粛措置を決定



昭和30年

(1955年）

－２６１－

政治・経済等 海外

首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

7.22米穀の予約頁付制実施にかかる政令

公布施行

7.25過度経済力集llI排除法等を廃止する

法律公布施行

7.29自動車損害賠償保障法公布施行(強制

保険制導入）

８．６第１回原水爆禁止世界大会(広島大会）

開催

０．６愛知用水公団法･農地開発機械公団法

公布(いずれも９月27日施行）

８．９石油資源開発株式会社法公布施行

8.10石炭鉱業合理化臨時措置法公布(９月１

日施行、石炭鉱業整備事業団の設立等）

8.17軸国、対日取引の全面停止を発表(1０

月14日、貿易再開決定）

１１．１石油迩盟殺す

８．４西ドイツ、公定歩合引上げ､３→3.5％

８．５米国、公定歩合引上げ、1.75→2％

8.15韓国､対米為替レート引下げ(１ドル対

180ホヮンから500ホヮンヘ）

9．８オーストリア中央銀行法成立

９．９米国、公定歩合引上げ、２→225％

１０２６南ベトナム共和国樹立宣言

11.18米国、公定歩合引上げ、2.25→2.5％
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－２６２－

年号 日本銀行 金融一般

昭和３０年

(1955年）

め日本銀行保有長期国慨の岡展条件付売却

の実施を決定

１２．６銀行券年末臨時寄託制度を廃止

12.15銀行･金庫に対する長期国偵売却に代え

て政府短期証券の売却を行うことを決定

12.23担保適格とする社債･地方償の事iill指定

方式を廃止し､31年１月以降は発行後適格性

の有無を随時決定する方式に改めることを

決定

12.3、ビルマ賠償輸出関係所要資金に輸出前

貸手形制度を適用

12.30ｍ･エスクロ勘定を通じるフィリピンと

のバーター取引に伴う輸出入所要資金に、

輸出前貸・輸入決済手形制度を適用

１２．５政府、ＩＭＦから米ドルにより円貨224億

円を買戻し(5日・２７日の2回に分けて実施）

昭和31年

(1956年）

1.27手形割引および手形貸付の最短期間を２

Ｈとする措置を決定(２月１日以降の割引ま

たは貸付依頼分から実施）

２．３世銀との間に、同行の対メキシコ･パキ

スタン借款供与に伴う円貨調達のための外

貨資金売買取引を実行(以後､この極取引が

しばしば行われる）

4.23外国為替引当貸付制度のijl当手形にス

ウェーデン・クローネ表示期限付輸出手形

を追加

5.11政府短期証券の公募実施に伴い､日本銀

1.21政府、商社の外貨保有制度を実施(さし

あたり20社、総額650万ドル）

２．９大蔵省、世銀に対し、同行がljU盟諸国へ

の借款供与に使用するためわが国の出資円

を解除することに同意の旨を通知

2.21政府､大蔵省内に金融機関資金審議会の

設置を決定

３．６大蔵省、「当面の銀行経営上fW意すべき

事項｣について通達(自己資本の充実・長期

貸出の抑制など）

3.26中小企業僧)Ⅱ保険法の一部改正公布(４

月１日施行、包括保証保険制度を創設）

3.28政府資金調達事務取扱規ﾛﾘ公布(４月１日

施行、大蔵省証券入札発行規程・蚕糸証券

発行規程・融通証券発行規程を廃止）

3.28食櫛証券発行規程等を廃｣上する省令公

布(４月１日施行）

3.30農業協同組合整備特別繕置法公布(４月１

１２１施行）

４．２来京･大阪証券取引所、杜憤等の売買市

場を再開(戦後11年ぶりの立会再開）

4.15スウエーテン･クローネを指定通貨に追

加

4.16輪}l}保険法の一部改正公布施行(適用対

象を拡大）

4.23道路債券令公布施行

５．４政府､輸入保証金の担保率引下げ､日本銀



昭和30年～昭和31年

－２６３－

(1955年～1956年）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

11.1４いわゆる日米原子力協定に調印(12月

２７日発効）

11.15自由･日本民主両党合同、自由民主党

を結成

11.22第３次鳩山内閣成立

12.19原子力基本法･原子力委貝会設置法公

布(31年１月１日施行）

12.23政府、経済自立5か年計画を閣議決定

12.29地方財政再建促進特別措置法公布施

行(－部を除く）

2.10第２次米国余剰農産物受入協定調印(５

月29日発効）

3．１日本原子力産業会議醗寸

3.14日本遠路公団法公布施行､道路整備特

別措置法公布(４月16日施行、旧法廃止）

3.22日米技術協定調印

3.31科学技術庁設置法公布(５月19日施行）

3.31賠償等特殊債務処理特別会計法公布

(４月１日施行）

４．１医薬分業制度実施

4.26首都圏整ｉｉｉ法公布(６月９日施行、首都

建設法廃止）

4.27森林開発公団法公布(７月１日施行）

５．４日本原子力研究所法･核原料物資開発

2.16英国、公定歩合引上げ、4.5→5.5％

３．８西ドイツ､公定歩合引上げ､3.5→4.5％

3.2Ｏカナダ、金輸出解禁

4.13米国、公定歩合引上げ、2.5→2.75％

5.19西ドイツ､公定歩合引上げ､4.5→5.5％
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－２６４－

年号 日本銀行 金融一般

昭和31年

(1956年）

行保有短期証券の対市IIJ売却操作を原ＨＩと

して取りやめることを決定(16Ｕから実施、

以後は市中公募証券について発行後2週間

経過のものに限り必要に応じ原Ｈ歩で買入

れることとする）

5.15内国為替jMj決済制度を為替交換決済

制度に改正(日本銀行の立替払いを原ＨＩと

して廃止）

5.25金融緩和に伴う金融機関・証券会社･政

府機関等の資金の長期安定運用に応じるた

めE１本銀行保有長期国{iHの売却措置を決定

5.31購繭資金に対するスタンプ手形制度適

用を廃止(これに伴いスタンプ手形制度日

体も廃止となる）

6.22世銀から､同行への本'11出資金に充当さ

れている国債を買取り(8億円、同行の円貨

貸付資金に充当するため）

6.29関根調在局長、政策委員会で､昨秋米つ

づいた数斌量気の基調に変化のきざしがで

てきたと報告(いわゆる｢関根報告｣）

7.20国際金融公社への加盟に伴い、日本銀行

が同公社の保有する本邦通貨の寄託所に指

定される

８．６手形貸付担保の種類・iIl保価格を改正

(原11Ｉとして担保手形については適格商業

手形・輸出前貸手形・輸入決済手形・輸入

運賃手形・農業手形に限定、また担保lfﾄ月

は全般的に引下げ）

８．７第２次米国余剰農産物受入協定に基づく

食轍・綿花の輸入関係資金に輸入決済手形

制度を適用

8.20高率適用手続改正(最低利子歩合および

1次高率適用限度額を縮減）

9．５ワシントン輸出入銀行との'111に第６次綿

花借款契約調印(6000万ドル）

行への再預託制廃止(自動承認制分につき４

月６日確認分から適用、７日、外貨割当分に

ついても同梯措置実施）

5.11北海道開発公庫法公布施行

5.12農業改良資金助成法公布施行

5.16政府短期証券の第１回市中公募実施(幕

集ロは毎週月・水・金昭日、レートは日歩

1銭4厘5毛の固定､未消化分は日本銀行引受

け）

5.16大蔵省、外国銀行に対し、８月16日以降

ＬＵＡ(本邦外国為替銀行の信用補完のため

大蔵大臣が外国銀行に与えた引受保証状）

を廃止する旨通告

5.22大蔵省､短資業者を証券取引法上の金融

機関に指定

5.22Ilj小企業振興資金助成法公布施行

６．１下錆代金支払遅延等防止法公布(７月１日

施行）

６．７金触制度調査会設置法公布施行

６．８北海道開発公庫設立

6.12金融機関資金審議会､I|'']､企業金融疎通

問題に関し大蔵大臣に答申

6.15政府､国際金融公社協定に調印(７月20日

発効）

6.22全国相互銀行協会､第一相互銀行に対し

相互保障協定を発動

6.27沖純銀行設立

７．２国際金融公社への加盟に伴う措置に関

する法律公布(20日施行）

7.11起債懇談会､個別銘柄の発行条件は起債

関係者間で適宜自由に定める旨決定(起債

懇談会は事実上廃止）

7.27四分利付仏貨公債の処理に関する日仏

協定調印(32年２月28Ｈ発効、戦前発行され

たものの処理）

8.1，第２次余剰農産物輸入見返円貨に関する

日本政府とワシントン輸出入銀行との間の

借款協定成立(即日発効）

9.１０大蔵省、非巣中指定通貨(カナダ･ドル、

スイス･フラン、ドイツ･マルク、スウェー



昭和３１年

(1956年）

－２６５－

政治・経済等 海外
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日
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促進臨時措溢法･原子燃料公社法公布施行

５．９日本･フィリピン賠償協定、マニラで

調印(７月23日発効）

5.14日ソ漁業条約調印(12月12日発効）

5.22国の債権の管理等に関する法律公布

(32年１月10日施行、政府貸付金処理に関

する法律等廃止）

5.23百貨店法公布(６月16日施行）

5.29日台貿易協定調印

６．５繊維工業設備臨時措置法公布(－部を

除き10月１日施行）

6.11工業用水法公布施行

6.15機械工業振興臨時措置法公布施行

6.30新市町村建設促進法公布施行(－部を

除く）

7.17経済企画庁の第10次経済白書発表

(｢もやは戦後ではない、これからの経済

成長は近代化により支えられる」と強調）

9.27政府､対米綿製品輸出自主規制措置を

決定、米国へ通告

6.28ボーランドのボズナニで反政府暴動

おこる

7.24国際金融公社(IFC、世界銀行の補充

機関)発足

7.26エジプト、スエズ運河の国有化を宣薗

8.16ロンドンでスエズ問題に関する国際

会議開催

8.24米国、公定歩合引上げ、2.75→3％

９．８西ドイツ、公定歩合；|下げ､5.5→5％
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－２６６－

年号 日本銀行 金融一般

昭和31年

(1956年）

9．７ロンドン駐在参事付フランクフルト駐

在設置

11.21株式市況の騰勢にかんがみ4大証券に対

し自重を要望

11.30新木総裁辞任､第20代総裁に山際正道が

就任

１２．７ビルマ向け米国余剰綿花の委託加工賀

易に伴う綿花輸入所要資金に輸入決済手形

制度を適用

12.15日本銀行券発行限度を6500億円に改定

（従来は5100億円）

12.25フイリピン賠償に伴う輸出関係所要資

金に輸出前貸手形制度を適用

テン・クローネ)の為替相場を、裁定相場の

上下1％の範囲内で自由化

10.15全国銀行協会迎合会､支払準備制度の導

入は時期尚早との意見書を金融制度調査会

に提出

１１．８金融機関資金審議会､重要産業のあい路

打開のために金融機関として配Ｍ１すべきこ

とについて意見を取りまとめる

12.12日本証券金融㈱､株式市場の人気化に対

処し、保証金率の引上げ等触資規制を強化

12.26資金運用部､市中銀行保有債券の充展条

件付買入れを実施(第１回280億円、３２年3月

末までに6回計700億円）

昭和32年

(1957年）

１．４外国為替引当貸付制度の引当手形にフ

ランス・フラン表示期限付輸出手形を追加

1.12事務改善調査室を特BlI審議室と改称(金

融制度調査会事務を追加）

3.20公定歩合引上げ(商業手形割引歩合1厘

引上げ、２銭1厘）

3.20高率適用手続改正(1次高卒と２次高率の

2本建てを廃止し、商率を基準歩合の3厘高

1本とするなど）

3.20-股手形の優良なものを貸付担保適格

扱いとする

４．５余剰農産物械立円により決済される輪

出関係所要資金に輸出前貸手形制度を適川

５．８公定歩合引上げ(商業手形割引歩合2厘

引上げ、２銭3厘）

5.13臨時金利調整法に蕪づく市中金利の最高

１．１フランス・フランを指定通貨に追加

1.23金触制度調査会､預金者保護等のための

制度に関し答申

２．６乙種外国為替銀行に対する業務規制を

緩和

2.12農業協同組合財務処理基準令を－部改

正(貸出制限の緩和・余裕金運用範囲の拡

大）

2.21金融制度調交会､準傭預金制度ﾛﾘ設に関

し答申

3.30中小企業信用保険法の一部改正.信用保

証協会法の一部改正各公布(いずれも４月１

日施行、中小企業信用保険特別会計からの

信用保証協会に対する融資を規定）

4．１日本不動産銀行､朝鮮銀行残余財産を基

に長期ｲ討用銀行法による銀行として発足

４．１台湾銀行残余財産を基に日本貿易信用

株式会社が発足

４．１大蔵省､輸入抑制のため外国為替銀行の

現地貸付枠を削減

4.27北海道開発公脆､北海道東北開発公庫と

改称

4.27公営企業金触公庫法公布施行

５．８大蔵省､輸入金融引締め措置として外国

為替銀行11行に対する外i4t預金の一部を引揺

げ(この後､英ポンド建輸入ユーザンスの期



昭和３１年～昭和３２年

（1956年～1957年）

－２６７－

政治・経済等 海外

首
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大
臣

総
裁

日
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銀
行

10.19日ソ国交回復に関する共同宣言と通

商航海に関する議定書に調印(12月12日

発効）

12.18国連総会、日本の加盟を承認

12.20鳩111内IMI総辞職

12.23石橋湛山内閣成立

2.23石橋内閣総辞職

2.25第１次岸信介内閣成立

3.31税制改正(租税特別措世法・所得税法

の一部改正･法人税法の一部改正等公布、

いずれも４月１日施行、低所得層・中小企

業を中心とする減税）

3.31特定多目的ダム法公布(４月１日施行）

４．６揮発油税法公布(7日施行､１日法の全面

改正）

4.15埴用審議会設置法公布施行

4.16国土開発縦貫自動車道建設法公布施

行

4.25高速自動車国道法公布施行

5.17引揚者給付金等支給法公布施行(引揚

者画廊債券の発行）

5.17東北開発促進法公布施行

10.23ハンガリーで反ソ暴動発生

10.29イスラエルfit、エジプトに進攻(スエ

ズ動乱ぼっ発）

１１．１スエズ運河封鎖

１２．４災国､金外貨蛎備減少に対処し緊急対

莱を発表

1.11西ドイツ、公定歩合引下げ､５→4.5％

2．７英国、公定歩合引下げ、5.5→5％

3.25欧ﾂﾄﾄ|共同市場(EEC)条約および欧州

原子力共同体条約、ローマで調印される

(いわゆる｢ローマ条約｣」958年初から発

効）

4．８エジプト、スエズ運河再開を発表

5．３英国、ラドクリフ委貝会(金融制度審

識委員会)設置

5.15英国、クリスマスKbで水爆実験

鳩
山
一
郎
（
第
三
次
）

３２２１
石
橋
湛
山

鰯
岸

信
介
（
第
一
次
）

｜
万
田
尚
登

３２２１
池
田
勇
人

（
第
十
九
代
）
新
木
栄
吉

０

〈
第
二
十
代
）
山

際
正

道
３



－２６８－

年号 日本銀行 金融一般

昭和32年

(1957年）

限度を引上げ(定期性預金を除く各預金金

利1厘引上げ､輸出1iii貸手形以外の貸出金利

1厘～2厘引上げ、コール規制廃｣上）

5.14インドネシア向け米国余剰綿花の委託

加工貿易に伴う綿花輸入関係所要資金に輪

入決済手形制度を適、

5.18主要企業短期経済観iIIﾘ調在の実施を決

定

６．１外国為替引当貸付制度の引当手形にオ

ランダ・ギルダー表示期限付輸出手形を迫

hⅡ

6.20公定歩合中輸出iii貸手形の割引.賃ｲl利

子歩合のみ1厘引下げ

７．１臨時金利調整法に雑づくihIln金利の最

高限度を引上げ(3か月・6か月定期預金金利

引上げ）

７．１外国為替ijl当貸付制度改正(輸出保険に

付保された信用状なし外貨表示期限付輸出

手形の適用地域を拡大）

７．３別Ll外国為替貸付制度廃止(全額回収に

伴い廃止）

7.20香港駐在設謹

8.16ワシントン輪1h入銀行との間に米国展

産物輸入に関する借款契約調印(1500万ド

ル）

9.27ワシントン輸出入銀行とのIIIlに第７次綿

花借款契約調印(6000万ドル）

１０．１日本銀行券(C)五千円券を発行

11.1411』'1,企業経常分析の全国調査の実施を

決定(31年分以降）

限短縮・適用品目の縮小措置もとられる）

5.13全国銀行協会連合会､並手形の貸出金利

自主規制を廃止

5.2O日本輸出入銀行法の一部改正公布施行

(海外投資に関する金融業務の追加）

5.27堆備預金制度に関する法律公布施行

5.27臨時通貨法の一部改正公布施行(百円貨

を追加、１２月11日から流通開始）

５２７預金等に係る不当契約の取締に関する法

律公布(７月１日施行､いわゆる導入預金取締法）

６．１公営企業金融公庫設立

6．１オランダ・ギルダーを指定通貨に追加

６．４政府、輸入保証金の担保率引上げ、日本

銀行への再預託制再開(20日さらに強化）

６．６地価預金制度に関する法律施行令公布

施行

6.2O全国銀行協会連合会､輸出前貸手形の貸

出金利を自主規制のかたちで日歩1厘引下げ

6.27政府のＩＭＦからの米貨1億2500万ドル

借入れ交渉成立

７．８全国銀行協会連合会､コールレートの異

常高(６月末、月越もの日歩6銭)からその目

南を申合せ(15日から実施）

7.18大蔵省､中'１，企業金臘疎通のため資金運

用部資金による市｢１１保有金融債の売戻条件

付買入れを決定

８．５金Hdl制度調盃会､中央銀行制度専''1委貝

会を設置

8.12全国銀行協会連合会､瀧資自主規制の強

化を決定

8.19大蔵省､特利の自粛に|』L'し各金融団体あ

てに通達

9.25大蔵省、英ポンド先物相場を自由化

10.17大蔵省､資金運用部資金により前年末か

ら本年３月にかけ市中から賀入れた価券(約

700億円)の第１回売展しを実施(11月14日ま

で3同に分けて実施）

１１．２大蔵省、「当面の銀行総営上留意すべき

基本的事項｣について通達(オーバー・ロ_

ンの改善、大口融資の是正等を要請）

11.14郵便貯金法の一部改正公布(12月１日施

行、預入限度引上げ２０万円→30万円）



昭和32年

(1957年）

－２６９－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

5.28中小企業資産再評価特例法公布

6.19政府､国際収支改善緊急対策を間議決

定(財投繰延べ等）

7.19輸出貿易管理令の一部改正令公布(2２

日施行、対中国禁輸品目を大幅解除）

8.15経済審議会、新経済5か年計両大綱を

決定

8.27日本に原子の火ともる（日本原子力研

究所第１号炉、臨界点に達する）

１１．１日本原子力発電株式会社発足

11.18租税特別措撹法等の一部改正公布施

行(輸出所得の割増控除制新設･非課税貯

薪限度の引上げ等）

11.25中小企業団体の組織に関する法律公布

5.3D英国、対中国禁輸緩和を発表(他の欧

州諸国も相次いで同様措置をとる）

7.19西ドイツ、新中央銀行法成立

7.29国際原子力機関発足

８．１西ドイツ、新ｌＩｒ央銀行としてプンデ

ス・パンク発足

8.１０フランス､実質的なフラン切下げを決

定(12日実施､外貨売買に際し20％の割増

金を徴求ないし支給）

8.23米風、公定歩合引上げ、３→3.5％

8.31西ドイツ、資本輸出制限廃止

9.19英国、公定歩合引上げ、５→7％

9.19西ドイツ、公定歩合引下げ､4.5→4％

１０．４ソ連、世界初の人工衛星｢スプートニ

ｸ]号｣の打上げに成功

11.15米国、公定歩合引下げ、3.5→3％
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－２７０－

年号 日本銀行 金融一般

昭和32年

(1957年）

１２．６日本・セイロン・エジプト三角貿易取決

めに伴うエジプト綿輸入所要資金に輸入決

済手形制度を適用

11.21全国銀行協会連合会､資金調整委員会を

設置(投融資委貝会･融資自主規制委貝会を

解消）

１２．５金融制度調査会､中小企業信用補完制度

に関し答申

１２．９大蔵省､英ポンド直物相場の自由化措置

を実施(政府は大蔵大臣勘定で裁定相場の

上下各0.75％の範囲内で売買に応じる）

１２.１０大蔵省、貯蓄増強のため、移動店舗･臨

時店舗の設置を認める旨決定

12.17金融制度調在会､中央銀行制度特別委貝

会を設置

昭和33年

(1958年）

４．１地方銀行の余祐資金吸収策として日本

銀行保有手形の頁展条件付売却を実施

5.10外国為替引当貸付制度の引当手形にべ

ルギー・フラン表示期限付輸出手形を追加

6.18公定歩合引下げ(商業手形割引歩合２厘

引下げ、２銭１厘）

6.25為替交換決済制度を改正(従来日本銀行

が担当していた事務のうち､決済事務を除き

すべて市中銀行側に移管）

１．９生命保険協会､資金調整委貝会の設置を

決定

２．４日本･インド両国政府、日印円借款成立

に関する共同声明を発表(総額180億円）

２．B日本損害保険協会､資金調整委員会の設

樋を決定

3.31租税特別措置法の一部改正公布（４月１

日施行、２年間限りの措置として減税貯蓄

制度を創設）

4.22酪農振興基金法公布(５月16日施行）

4.26中小企業信用保険公庫法公布施行(中小

企業信用保険特別会計法廃止）

4.30企業担保法公布(７月１日施行）

５．１政府､輸入保証金の担保率引下げ、日本

銀行への再預託制廃止

5.１０ベルギー・フランを指定通貨に追加

5.15外国為替公認銀行の一覧払手形買相場

および輸入手形決済相場を自由化

5.28大蔵省、貯薪増強およびオーバー･ロ_

ン是正のため地方銀行の店舗整備につき通

達(営業所設置抑制方針の緩和）

5.30金融制度調症会､協同組織による｢Ij小企

業金融制度に関し中間答申

6.19全国銀行協会連合会､貸出自主規制金利

を全貸出に適用することを決定(23日実施、

日銀再割適格商手２銭１厘）



昭和32年～昭和33年

－２７１－

(1957年～1958年）

政治・経済等 海外

首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

(33年４月１日施行、中小企業安定法廃

止）

１２．６日ソ通商条約調印

1.20日本･インドネシア平和条約、賠償協

定等調印(４月15日発効）

2.26日中鉄鋼貿易協定調印

3.31道路整ｲii緊急措避法公布(４月１日施

行）

4.25工業用水道事業法公布(10月24日施

行）

4.25衆議院解散

4.2６日本貿易振興会法公布施行(７月２５

日、ＪＥＴＲＯ設立）

4.28首都圏市街地開発区域整備法公布施

行

5.10航空機工業振興法公布施行

5.22第28回衆議院議員総選挙

6.12第２次岸内閣成立

6.16原子力一般協定を米英両国と調印

12.14国運､開発途上国援助のための特別基

金の設立を承認

１．１欧'ﾄﾄ|共同市場(EEC)条約発効

1.17西ドイツ、公定歩合引下げ､４→3.5％

1.24米国、公定歩合引下げ、３→2.75％

３．７米国、公定歩合引下げ､2.75→2.25％

3.2Ｏ英国、公定歩合引下げ、７→6％

4.18米国､公定歩合引下げ､2.25→1.75％

5.10’1:国､長崎での中国国批引きおろし事

件を理由に対日貿易を全面停止

5.22英国、公定歩合引下げ、６→5.5％

6.19英国、公定歩合引下げ、5.5→5％

6.237ランス、２０％のフラン切下げ実施

（１ドル＝350フラン→420フラン）

6.27西ドイツ、公定歩合障引下げ､3.5→3％
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－２７２－

年号 日本銀行 金融一般

昭和33年

(1958年）

８．８’１０部証券金融㈱のレギュラー･ウエイ関

係所要資金調達のための振出手形を手形賃

付適格担保として認める

8.26世銀の融資円により決済される輪111関

係所要資金に輸出前貸手形制度を適用

8.29ワシントン輸出入銀行との間に第８次綿

花借款契約調印(6000万ドル）

９．２統計局、景気変動指標を作成・発表

９．５公定歩合引下げ(商業手形割りl歩合1厘

引下げ、２銭）

１０．１高率適用手続改正(最低利子歩合適用額

算定にあたり、取引先の融資態度等を考過）

11.18調査局、初のマネー･フロー分析を発表

１２．１日本銀行券(C)－万円券を発行

12.31農業手形制度廃止(ただし九ｳﾄﾄ|・四国は

34年１月末）

７．１中小企業信用保険公庫設立

７．９大蔵省､臨時補助貨幣懇談会の設證を決

定

7.11経済基盤強化のための資金および特別

の法人の基金に関する法律公布施行

8.14災ポンドの大蔵大臣直物売買相場を変

更(裁定相場の上下幅0.75％を1％に拡大）

9.16沖縄における法定in貨(Ｂ号円表示硴

票)の米ドルへの切替え開始

9.16全国銀行協会連合会､貸出自主規制金利

を引下げ(日銀再割適格商手2銭1厘→2銭）

１０．７束証ダウ平均株価､開所以来の高値を記

録、出来商も1億株突破、このため16日以降

取引所および証券金融会社、相次いで規制

実施

10.17外国為替銀行の海外市場における英ポ

ンド直物アウトライト売買取引を自由化

１１．４農業協同組合財務処理基蹴令の一部改

正公布施行(系統外運用範閉の拡大、コー

ル・金銭信託・貸付信託への運用を認める

など）

11.１０大蔵省､証券会社の総理健全化に関し警

告

１２．５外国為替銀行の海外における英ポンド

為替のへツジ取引を自由化

12.15大蔵省､株式の信用取引に対する規制を

強化

12.20産業投資特別会計の貸付の財源に充て

るための外貨債の発行に関する法律公布施

行

昭和34年

(1959年）

1.13インドネシア賠償に伴う輸出関係所要

資金に輪111前貸手形制度を適用

1.16日本銀行政策委員と市中銀行首脳部と

の定例懇談会において佐藤首相･'11際総裁、

景気行過ぎ防止のため金融機関の自主調整を

１．５大蔵省､外国為替銀行の為替持高規制を

改正(さらに６日、指定通貨１１１１の交換取引の

規制を緩和）

1.31標準決済方法に関する規制の一部改正公

布施行(西欧諸国通貨の交換性回復に伴い手



昭和３３年～昭和３４年

（1958年～1959年）

－２７３－

政治・経済等 海外

首
相

大
蔵
大
臣

醗
本
銀
識

8．５三井物産･第一物産、合併契約に調印

（34年２月15日、三井物産として新発足）

8.15政府、繊維不況対策を決定(過剰織機

7万台買上げ等）

8.26通商産業省､石炭不況緊急対策を決定

8.20輸出貿易符理令の一部改正公布(９月１

日施行、輸出承認品目を大幅綬和）

12.25公共用水域の水質の保全に関する法

律・工場排水等の規制に関する法律公布

(いずれも34年３月１日施行）

12.27国民健康保険法公布(全面改正、３４年

１月１日施行）

7．３英国､信用調節手段として特別預金制

度の導入を発表

7.29ココム(対共産圏輸出統制委貝会)参

力Ⅱ国、対共産圏貿易の大幅緩和に合意

8.15英隆１，公定歩合引下げ、５→4.5％

8.26米国大統領、ＩＭＦ･世銀の地資および

国際開発機関(第２世銀)の設立榊恕を発

表

9.12米国、公定歩合引上げ、L75→2％

105フランス、第５共和制発足

1014国連総会､開発途_上国の経済開発促進

のため、国連特別基金の設立を決定

１１．７米国、公定歩合引上げ、２→2.5％

11.21英国、公定歩合引下げ、4.5→4％

12.27欧ﾅﾄ|主要12か国､通貨の交換性回復を

発表(29日実施）

12.27欧州支払同盟､加盟諸国の通貨交換性

回復に伴い自動的に解体、２９日欧州通貨

協定(ＥＭＡ)発足

12.27フランス、フランの切下げ(17.55％、

1ドル＝420→493.706フラン､29日から実

施)およびデノミネーション(100フラン

→1フラン、1960年１月１日実施)を発表

12.3Ｏポルトガル･フィンランド、通貨の交

換性回復

１．１オーストI)ア、通貨の交換性回復

１．ｌ欧州共同市鴇、第１回の自由化措置実

施(域内関税の10％引下げ等）

１．１キューパでクーデター発生(２月１６日、

カストロ首相就任）
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－２７４－

年号 日本銀行 金融一般

昭和34年

(1959年）

要望

1.17日本銀行補助貨幣回収率備資金出納取

扱規ﾛﾘ公布施行

２．４米貨公債の事務の取扱に関する省令公

布施行

2.13ビルマ1ihlけ米国余剰綿花の委託加工賀

易(第２次)に伴う綿花輸入関係所要資金に

輸入決済手形制度を適用

2.19公定歩合引下げ(商業手形割引歩合1厘

引下げ、１銭9厘）

2.24新米貨公債の発行に伴い､東京銀行信託

会社(財務代理人)およびザ・ファースト・

ナショナル・シティ・バンク・オブ・ニュー

ヨーク(述署代理人)との間に財務代理契約

を締結

３．３戦時未整理債権債務IIB時処理委貝会を

設撹(49年10月１日廃止）

3.27来京系9銀行に対し窓口指導強化の方針

を説明、貸出抑制を強く要望

４．１山際総裁､デノミネーション論議につい

て、趣旨は賛成だが十分な率備が必要であ

る旨言明

４．１生活困窮者に対する引掲者国庫債券の

買上償還を実施

４．８金融制度調在会､日本銀行制度改正に関

する中間報告を発表

4.15山際総裁､最気過熱防止に弾力的な政策

運営を図る旨言明するとともに、銀行の週

当競争に対して警告

4.17国際通貨基金および国際復興開発銀行

への加盟に伴う措置に関する法律の一部改

正公布施行(日本銀行所有金地金･金貨のう

ち大蔵大臣の指定するものにつき評価換えを

続簡素化）

２．２都市銀行等15行､支払蝋備の充実を図る

趣旨から日本銀行預け金の増額につき申合

せ(11日地方銀行､12日信託銀行も同様申合
せ）

２．２全国銀行協会連合会､国庫金市中預託制

度の榊想を発表

2.17政府､米貨公債3000万ドルの発行契約に

調印(長･中期1500万ドルずつ、利率5.5％、

4.5％、戦後初の外侭発行）

３．２全国銀行協会連合会､貸出金利に標準金

利(プライム・レート)方式を採用、同時に

貸出自主規制金利を引下げ(日銀再割適格

商手2銭→1銭9厘）

３．２大蔵省、「金融正常化推進のため当面の

銀行経営上留意すべき事項｣について通達

(預貸率の改善・資産櫛成の是正等）

3.24経済閣僚懇談会、為替･貿易政雄大綱を

了欺(円為替の導入等自由化方箙）

3.26社債受託銀行．引受証券会社などの社憤

関係筋、一般事業債の発行条件の画一化足

正措泄を決定(3段階の格付けなど）

3.31租税特別措世法の一部改正公布(４月1日

施行､1年以上の定期預金などの利子非課税

を10％の源泉分離課税に、投信収益に対す

る源泉徴収税率6％を10％に引上げるなど）

4．１オーストリア・シリング、デンマーク.

クローネ、イタリア・リラ、ノルウェー.

クローネ、ポルトガル・エスクードを指定

通貨に迫力Ⅱ

４．１大蔵省､輸入ユーザンスの適用品目を拡

大し、指定通貨全部につき適用を認める

4.13金融機関資金審議会令公布施行(従来の

同名審議会を法制化）

4.13保険審議会令公布施行

4.15接収貴金属等の処理に関する法律公布

(６月１１Fl施行､連合軍から政府に引渡された

接収貴金属等の返還処理等を実施）

4.15都市銀行12行､粉飾預金の自粛につき申

合せ(総預金中の切手手形の比率を15％未満



昭和３４年

(1959年）

首
相

－２７５－

政治・経済等 海外

首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

3.17首都圏の既成市街地における工業等

の制限に関する法律公布(４月１日施行）

3.17企業資本充実のための資産再評価等

の特別措置法の一部改正公布施行(配当

及び再評価積立金取崩し制限強化）

3.18第１回アジア生産性国際会議、来京で

開催

3.28プラント類輸出促進臨時措魁法公布

（６月１日施行）

3.30閣僚審議会､34年度上期外貨予算の決

定に際し､自動承認制予算を大幅に拡大、

輸入自由化率を33％とする

3.30特定港湾施設整備特別措謎法公布(４

月１日施行）

４．４日本蚕繭事業団法公布(20日施行）

4.14首都高速道路公団法公布施行

4.15最低賃金法公布(－部を除き７月10日

施行）

4.16国民年金法公布(11月１日施行）

4.18軽機械の輸出の銀興に関する法律公

布(７月１日施行）

4.2,国税徴収法公布(35年１月１日施行）

4.23小売商業調整特別措誕法公布(７月７日

施行）

1．２ソ連、宇宙ロケット打上げ成功

１．８フランス大統領にドゴール首相が就

任

1.１０西ドイツ､公定歩合引下げ､3→2.75％

1.13西ドイツ､居住者マルクの交換性回復

２．７中ソ経済協力協定調印

３．６米国、公定歩合引上げ、2.5→3％

４．８米国と中南米20か国、米州開発銀行

(IDB)協定に調印

岸
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－２７６－

年号 日本銀行 金融一般

昭和34年

(1959年）

行い評価益を国庫に納付）

4.23丼上EiI総裁､金磁制度調査会で１１１央銀行

制度改正に関する日本銀行の見解を表明

5.3O日本銀行保管貴金属等取扱規HⅡ公布(６

月１日施行）

6.１０日本銀行券発行限度を8000億円に改定

（従来は6500億円）

6.10被接収日本銀行関係ft金属(定廻金塊お

よび金条)の返還を大蔵大臣に対し請求(７

月以降逐次受入れ、４３年３月末完了）

6.29国庫制度検討のため､大蔵省と日本銀行

による国庫運営研究会を設置(７月９日、第１

回会合開催）

７．６日本銀行所有金地金のうち大蔵大臣指

定のものにつき評価換えを実施(８月20日、

評価益250億円を国庫に納付）

7.29ワシントン輸出入銀行との間に第９次綿

花借款契約調印(3000万ドル）

8.24金融制度調査会･中央銀行制度特別姿Ⅱ

会起草']､委員会、Ｈ本銀行制度要綱試案を

発表

９．３谷ロ副総裁､金融制度調査会特別委瓜会

において日本銀行制度要綱試案に反対の旨

を表明(10月30日、追加意見を陳述）

9.11辿術預金制度発動(指定金融機関く銀

行・長期信用銀行・外国為替銀行＞を預金

残高により①200億円超②200億円以下に区

分し、準備率は定期性預金①0.5％②

0.25％､その他預金①1.5％②0.75％を適用）

１，２１総裁､本文店懇鎖会において予防的金融

引締め政策の砿要性を強調

とする）

4.25大蔵省､非居住者円預金勘定についての

規制を緩和(－部海外送金を認める）

５．２都市銀行12行、預金･貸出などの過度の

競争自粛および銀行11111の協調緊密化を申合=せ

5.11束京銀行協会、準備交換制度を５月末期

日分から実施することを決定

６．５総合政策研究会､金融正常化への提言を

発表

６．８政府、輸入保証金制度を緩和(外貨割当

物資については担保不要とし、自動承認制

物資については担保率を引下げるなど）

6.29全国銀行協会連合会､コール取引の改善

措置を決定(コール･マネーから金融機関借

入金を分離、７月８日大蔵省から経理方式改

定を通達、７月15日から実施）

8.27政府、ＩＭＦ増資払込み2億5000万ドルの

うち､6250万ドルを金により払込み実行(残

額1億8750万ドルは９月22日、円および国憤

により払込み）

9.12大蔵省､米ドル直物相場を基率相場の上

下0.5％の範囲内で自由化

9.3O琉球開発金融公社設立(琉球復興金融基

金廃止）

１１．５証券業者の登録･資本の額･純財産額お

よび営業用純資本額等に関する政令の－部

改ＪＥ公布施行(証券会社の最低資本金引上げ）

11.16束京証券取引所､株券振替決済制度を実

施

11.17証券取引審議会､社債市場育成策につい

ての中1111答申を大蔵大臣に提出



昭和34年

(1959年）

－２７７－

政治・経済等 海外

首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

５．４税制調査会令公布施行

５．９中小企業退職金共済法公布施行

5.13日本･ベトナム賠償協定および借款に

関する協定調印(35年１月12日発効）

5.15連合国財産の返還等に伴う捌失の処

理等に関する法律公布(11月２日施行、特

別国債を発行）

8.29日本･ハンガリー国交回復に関する交

換公文調印(以後共産圏諸国との国交回

復進展をみる）

9.26台風15号、東海地方を襲う（伊勢湾台

風）

10.12日本､国連経済社会理事会の理事国に

当選

10.26第15回ガット総会、来京で開催(11月

２０日まで）

11.11政府、輸入制限の緩和措置を発表(目

動承認制の拡大など）

５．１西ドイツ、短資流入規制等を撤廃(こ

れによ')為替制限は全廃となる）

5.29米国、公定歩合引上げ、３→3.5％

６．３シンガポール独立

6.15靴国、対日貿易を停止

7.241ＭF理事会、外国為替相場の変動幅

を平価の上下2％以IAIとすることを決定

8.19英国､ラドクリフ委貝会報告書を発表

(金利函視の金融政簸とインフレに対す

る緊急措撹を提案）

９．４西ドイツ､公定歩合引上げ､2.75→3％

9.11米国、公定歩合引上げ、3.5→4％

9.151ＭＦ・世銀の墹資、正式決定

１０．１世銀総会、国際MH発協会(第２世銀

＜IDA＞)の設立案を可決

10.23西ドイツ、公定歩合引上げ、３→4％

11.2Ｏ英国・北欧3国など欧州経済共I可体非

加盟の7か国､欧州自由貿易連合(EFTA）

協定に調印

岸
信

介
〈
第
二
次
）

佐
藤
栄
作

〈
第
二
十
代
）
山

際
正

道



－２７８－

年号 日本銀行 金融一般

昭和34年

(1959年）

１２．１全国地方銀行協会､日本銀行寄託券制度

の存続につき要望書を提出

１２．２公定歩合引上げ(商業手形割引歩合１厘

引上げ、２銭）

12.23ニューヨークの東京銀行信託会社との

間に、政府の戦前発行米貨債の任意買入れ

消却実施に関する契約を締結(政府の財務

代理人として）

１２．１日輿・野村・'''一証券、兼営の投資信託

委託業務を分離するため投資信託委託会社

を設立(大和証券は１２Ｈ設立、４杜と635年

４月１日開業）

１２．９全国銀行協会連合会､貸出自主規制金利

を引上げ(日銀再割適格商手1銭9厘→2銭）

12.25大戯者証券100億円を公募発行(11年ぶ

り）

昭和35年

(1960年）

1.25都市銀行9行に対し、大蔵省と共同して

特別調交を実施(資金需要の実態･銀行の融

資態度など、２月６日まで）

4.1商社の為替持高集中制実施に伴い輸出

前貸手形制度および外国為替引当貸付制度

を改正

5.17束京・大阪･名古展証券取引所、日本銀

行出資証券の上場廃止(25日限り）を決定

６．７世銀に対し、日本銀行所有政府短期証券

を売却(2億3400万円、同行の資金辺用のた

め）

Ｚ１日本証券金融㈱､社偵担保金融制度を実

施

２．８大蔵省、貿易外為替管理を一部自由化

(海外渡航総灘等の制限緩和･海外雑送金の

自由化など）

2.20束証ダウ平均株価､1000円の大台に乗せ

る

2.22大蔵省､輸入ユーザンス適用品lEIを拡大

３．１明治生命、わが国初の年金保険を発売

3.17大蔵省、投資信託連用で4大証券に過当

醜争自粛を要望

3.18日本道路公団､名神高速道路建設のため

世銀からの借款契約に調印(4000万ドル､第

1次道路借款）

４．１大蔵省､商社の為替持高集中制度を実施

４．１束洋信託銀行、三和･神戸両行から信託

業務を瀬受け

4.27漁業協IiiI組合整備促進法公布(６月１５日

施行）

4.30大蔵省、商工組合中央金ljli･全国信用金

庫連合会および相互銀行から内地指定預金

の一部を引揚げ(７月30日をもって総額62億

円の引揚げ完了）

4.30臨時地方特別交付金に関する法律公布

施行

5.27首都高速道路債券令公布施行

6.10非居住者自由円勘定に関する政令公布

(７月１日施行）

6.11医療金融公庫法公布Ni行



昭和３４年～昭和３５年

（1959年～1960年）

－２７９－

政治・経済等 海外

首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

１２．４政府錘経済審議会に国民所得倍地を目

標とする長期経済計画を諮問

12.16総合政策研究会､貿易為替自由化への

提案を発表

12.18炭鉱離職者臨時措誕法公布施行

１．１フランス､デノミネーションによる新

フラン制実施

1.21英国、公定歩合引上げ、４→5％

2.18中南米7か国(アルゼンチン・プラジ

ル･チリ・メキシコ・パラグアイ・ペルー.

ウルグアイ)、自由貿易連合協定に調印

(1961年６月２日発足）

2.23韓国、ホヮン切下げ(１ドル500→650

ホヮンヘ）

３．９第１回低開発国援助会議、ワシントン

で開催(日本、メンバーとして参加）

4.18韓国､ソウルで反政府デモ(４月革命の

発端、２７日李大統領辞任）

4.28イングランド銀行､はじめて特別預金

制度の発動を決定(６月15日実施）

5.3Ｏ英連邦中央銀行総裁会議開催

６．３西ドイツ、公定歩合引上げ、４→5％

6.１０米国、公定歩合引下げ、４→3.5％

岸
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－２８０－

年号 日本銀行 金融一般

昭和35年

(1960年）

７．１輸出liil貸手形制度および輸入決済手形

制度を改正(それぞれ輸出貿易手形制度お

よび輸入貿易手形制度と改称し、非居住者

自由円勘定を通じて決済される本邦通貨表

示輸出にかかる前貸資金・輸入手形等決枡

資金に適用、また'可勘定を通じて決済され

る本邦通貨表示期限付輸出手形・同輸入手
形についても優遇措置を実施）

７．２日本銀行券発行限度を9500億円に改定

（７月１日から実施、従来は8000億円）

7．６ワシントン輸出入銀行との|川に第10次

綿花借款契約調印(4000万ドル）

8.12政保憤の売戻条件付買入れを実施(501
億円）

8.24公定歩合引下げ(商業手形割；|歩合1厘
引下げ、１銭9厘）

9.15特別審議室を？IF務合理化審議室と改称

9.15臨時機櫛審議委貝会設置(36年11月廃
止）

9.20金融制度調在会､日本銀行制度改正に関
し答申

11.14戦時中に岡入れた充展条件付余製品の
売展しを開始

'2.20信用金庫と取引開始(城南傭用金庫）

'2.2、ベトナム賠償に伴う輸出関係所要資金
に輪{11貿易手形制度を適用

'2.27国際'111発協会名義預り金勘定および債券

6.22証券取引審議会､増資の促進対策につ：
大蔵大臣に報告

6.29政府､外貨資金特別割当制度の廃止を汐

定(35年度上期限り）

７．１非居住者自由円勘定開設(円為替の掴
用）

７．１本邦通貨を指定通貨に追加

７．１医療金融公庫設立

８．１大蔵省、為替金融規制を緩和(輸入ユー

ザンス適用品目の制限撤廃、商社保有外貨
の限度額増額・使途制限撤廃等）

8.29全国銀行協会連合会､貸出自主規制金利

を引下げ(日銀再剖適格商手2銭→1銭9厘）
8.31大蔵省､外国為替銀行に対する諸取引親

制を綬和(現地貸付･外国銀行からの無担保
借入れの限度規制廃止）

９．１大蔵省､外国為替銀行の為替(直物)持高

規制を廃止(3日、直先総合持高規制につい
ても綬和）

9．１０大蔵省､本邦通貨の携帯輸出入規制を綾

和(持出し2万円、持込み無制限）

9.30来京証券取引所出来高、２億株を突破、

大阪市場も1億株といずれも妓高を記録

'０．１０来京･大阪等の手形交換所、不渡届取扱
い方法を改正

'1.12大蔵省、輸入ユーザンス期間を延長

２．２富士銀行・日本交通公社等、日本ダイ

ナース・クラブを設立(わが国初のクレジ

ト・カード会社）

ツ

2.20Ⅱ|崎製鉄.住友金属工業、ニューヨーク



昭和３５年

－２８１－

(1960年）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

のアイゼンハワー米国大統領の訪日延期

を要請

6.23新安保条約批准響交換、発効

6.24貿易為替自由化促進閣僚会議､貿易為

巷自由化計画大綱を決定(28日閣議了承）

6.25道路交通法公布(12月20日施行）

6.30自拾庁設置法の一部改正公布(７月１日

施行、自治省となる）

7.15岸内閣総辞職

7.19第１次池田勇人内閣成立

7.25束海道幹線自動車国道建設法公布施

行(東名高速道路）

９．５政府､10月１日以降銑鉄等257品目の輸

入を自由化する旨発表(自由化率44％）

9.30政府､経済企画庁内に消費者物価対箙

連絡協議会を設置することを閣譲決定

10.24衆議院解散

11.20第29回衆議院議員総選挙

１２．８第２次池田内閣成立

１２．９日比友好通商航海条約調印

12.27政府、経済審議会の11月１日の答申に

基づき､国民所得倍増計画を閣議決定､こ

6.23災国、公定歩合引上げ、５→6％

6.29米国議会、沖細援助費600万ドル承認

6.30欧)`卜lEI由貿易迎合､域内関税の20％引

下げを実施

8．７キューバ、米国資産の国有化を発表

8.12米国、公定歩合引下げ、3.5→3％

9.1４イラク・イラン・サウジアラビア等、

石7111輪出国機liMi(OPEC)を結成

9.24国際開発協会(IDA)協定発効〈11月９

日開業）

1Ｕ６フランス国家僧jIj理事会､特別準備制

度の創設を決定(1961年１月31日から実施）

1019米国、キューバ向け輸出を全面禁止

10.2Oロンドン市場余価格蕊騰

10.27英国、公定歩合；|下げ、６→5.5％

11.11西ドイツ、公定歩合引下げ、５→4％

11.16米国大統領､7項目の国際収支改善策

を発表

１２．８炎国、公定歩合引下げ、5.5→5％

１２．８１ＭF、米国に金を売却(3億ドル）

12.14欧J､ﾄ|経済協力機榊(ＯＥＥＣ)加盟18か

国および米国・カナダ、経済協力開発機

岸
信
介
（
第
二
次
）

９

池
田

鞠
人

〈
第
一
次
）

７

Ｂ
（
第
二
次
）
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－２８２－

年号 日本銀行 金融一般

昭和35年

(1960年）

保符勘定を開設 で米ドル建杜債発行契約(私募)に調印〈戦

後初の民間外債の発行）

12.22国際開発協会(第２世銀)への加盟に伴う

措趣に関する法律公布施行(27日加盟）

12.26日本開発銀行法の一部改正公布施行(外

貨債券の発行を認める）

12.27海外経済協力基金法公布(－部36年1月

16ｐ、その他３月16日施行）

昭和36年

(1961年）

1.26公定歩合引下げ(商業手形割引歩合1厘

引下げ､1銭8厘）

2.24市中銀行に対し含み貸出を解iWするよ

う通告

４．１臨時金利調整法に基づく市'１:金利の最

高限度を引下げ(1年定期預金6％→5.5％）

４．３第４回セアンザ中央銀行総裁会議を東京

で開惟

1.11大蔵省､日興証券投資信託委託会社に公

社債投資信託の募集を認可(12日、山一・野

村・大和の各投信委託会社にも認可）

1.28総合政雄研究会､｢金融および資本市場

対紫への提言｣を発表

1.3Ｏ全国銀行協会連合会､貸出自主規制金利

を引下げ(日銀再割適格商手1銭9厘→1銭８

厘）

２．７来京証券取引所・日本証券金触㈱､株式

の信用取引規制を強化(20日に追加措置夷

施）

３．１名古屋市にコール市場および外国為替

市場開設

３．３衆議院大蔵委員会､金融および証券に関

する小委貝会設置

3.16海外経済協力基金設立

3.27第一銀行､パーソナル・チェックの取扱

開始を発表

3.31郵便貯金法の一部改正公布(４月１日施

行､貯金金利引下げく通常貯金3.96％→

3.6％＞､定期郵便貯金を新設く10月１日か

ら実施､利率5％＞）

3.31農業協同組合合併助成法公布(４月１Ｕ施

行）

４．３全国銀行協会連合会､歩積・両建預金目

南のための金利上の措置を各地方協会・会

貝各行に通達

４．７日本興業銀行､ワシントン輸出入銀行と

のＩｌに機械借款契約締結(2500万ドル）

4.13大蔵省､公社債投資信託の運用基撫を緩

和(４月設定分から実施）



昭和35年～昭和36年

－２８３－

(1960年～1961年）

政治・経済等 海外

首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

れを新長期経済計画に採用することとす

る

3.31関税定率法の一部改正･関税暫定措置

法の一部改正公布(６月１日施行､緊急関

税・関税割当制度を追加）

3.31所得税法の一部改正(配偶者控除の創

設ほか）・法人税法の一部改正公布(いず

れも４月１日施行）

４．１政府､輸入自由化品目を拡大(自由化

率62％）

4.10政府､共産圏諸国との求償貿易制度

(強制バーター方式)を廃止し､片道現金

決済方式に切替え

4.12国民年金特別会計法公布施行

4.27経済企画庁､物価白普を発表

構(OECD)条約に調印(1961年９月30日発

足）

1．１ソ連､ルーブルのデノミネーション

(10分の1)および為替レートの変更を実
施

１．１緯国､ホヮン切下げ(１ドル650→1000

ホヮンヘ）

１．３米国､キューバと国交断絶

1.14米国大統領､米国人および米国企業の

海外における金保有禁止を発表(16日実

施）

1.2Oケネディ、米国大統領に就任

1.20西ドイツ､公定歩合引下げ､4→3.5％

2．２韓国､ホヮン切下げ(１ドル1000→1300

ホヮンヘ）

2.151ＭF理事会､英・西独・仏など10か国

の8条国移行を承認

2.20米国連邦準傭制度公開市場委貝会､公

開市場操作の対象に任期債を含める旨発

表(ビルズ・オンリー政策の変更）

３．６西ドイツ､マルクの5％切上げ実施(１

ドル＝4.2→4マルク）

3．７オランダ､ギルダーの4.97％切上げ実

施(１ドル＝3.8→3.62ギルダー）

3.13BIS月例総裁会議において､国際金融

安定のための協定成立(バーゼル協定）

4.12ソ連､人間衛星船｢ボストーク1号｣を
打上げ

池
田

醐
人
（
第
二
次
）

水
田

三
喜
男

（
第
二
十
代
）
山

際
正

道



－２８４－

年号 日本銀行 金融一般

昭和36年

(1961年）

６．１都市銀行に対する特BlI調充を実施(14日

まで）

6．５ネパール中央銀行名義預I)金勘定を開

設

６．７日卒銀行券発行限度を1兆1500億円に改

定(従来は9500億円）

7．７インド準備銀行名義預り金勘定を開設

7.21本邦外国為替銀行12行に対し、ユーロ.

ダラー等短期外資取入れ金利につき指導

7.22公定歩合引上げ(商業手形割引歩合１厘

引上げ、１銭9厘）

7.2Bオーストラリア地備銀行名義預り金勘

定を1淵設

９．１外国為替引当貸付制度を廃止し､外伝1為

替資金貸付制度を実施(従来の輪(1)手形1本

ごとのひも付き触資を改め、為替銀行の保

有資産を引当とする為替持金触方式に変更）

9.29公定歩合引上げ(商業手形割引歩合1厘

ijl上げ、２銭）

9.29高率適用制度を強化(最低歩合通1,限度

を超える貸付に対して適用する高率を第１

次・第２次の2本建てとし、商率適用利子歩

合を引上げ）

4.19全国相互銀行協会､相互掛金利率の両建

方式を2年以内に残偵式に改める旨申合せ

５，１政府､非居住者円預金勘定に対し振替性

および部分的交換性を付与

5．２日本電信電話公社､米国証券引受業者と

の間に外債発行契約調印(2000万ドル､政府

保証付外債）

５．３ｐ本国有鉄道､新幹線建設資金に充当の

ため世銀からの借款契約に調印(8000万ドル）

5.27日本開発銀行に関する外航船舶建造融

資利子補給臨時措置法公布施行

5.30証券投資信託協会､投資信託制度合理化

案を決定

６．６n本ＡＤＲ(米国預託証券)第１号(ソニー

株式)、ニューヨークで売出し

６．７証券取引審議会、「集団的店頭取引の組

織化について｣(第２市場設置に関する意見

書)を大蔵大臣に提出

6.14全El地方銀行協会､''3小企業等に対する

中長期貸出方式(ターム・ローン)の採用を

決定

6.16経済閣僚懇談会､輸出振興対策として輪

出金融の拡充・輸出保険制度の充実等を決

定

6.28来京銀行､ワシントン輸出入銀行との間

に第11次綿花借款契約締結(6000万ドル､借

款の受入れを日本銀行から市中銀行に移す）

７．５大蔵省・日本銀行･市中銀行、設備投資

１割削減の融資方針を申合せ

7.141ＭF、インドの通貨引出に際し、はじめ

てその一部に本邦出資円の使用を決定

7.26全国銀行協会連合会､賃11}自宇規制金利

を引上げ(日銀再割適格商手1銭8厘→1銭9厘）

7.31大蔵省､相互銀行の掛金業務基準の改正

を通達(句掛・週掛の新設ほか）

8.31標準決済方法に関する規則改正公布(９

月１日施行、輸入ユーザンス期ilU延膣）

9.13大蔵省､外国為替銀行に対し現地貸付の

自粛を要望

9.18政府、輸入保証金制度を強化(日本銀行

へのllj預託制再開）



昭和３６年

(1961年）

－２８５－

政治・経済等 海外

首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

５．６新技術開発事業団法公布施行

5.23外資審議会･技術導入に関する諸基準

の緩和・手続の簡素化等を決定

5.27企業資本充実のための資産再評価等

の特別措置法の一部改正公布施行(再評

価積立金の資本jMl入れを促進）

６．１公共施設の整備に関連する市街地の

改造に関する法律公布施行

６．B雇用促進事業団法公布施行

６．８選挙制度審議会設置法公布

6.12農業基本法公布施行

6.13漁業生産調整組合法･魚価安定基金法

公布(前者23日、後者８月５日施行）

6.19機械類賦払信用保険臨時措置法公布

(７月１日施行）

6.22対外経済協力審議会令公布施行

７．１割賦販売法公布(一部即日、大部分１２

月１Fl施行）

７．１政府､輸入自由化品目拡大(大月L･ラー

ド等自動承認制に、自由化率65％）

7.18政府､貿易為替自由化の半年繰上げを

閣議決定(37年９月末目標自由化率90％）

５．５西ドイツ、公定歩合引下げ､3.5→3％

５．５米国、人間ロケット打上げ、回収に成

功

5.16轆国、軍事クーデター発生

7.25英国、ポンド危機に対処するため、経

済緊急措置を発表(IMFからの借入等）

7.26災国、公定歩合引上げ、５→7％

7.2７セイロン、中央銀行を国有化

９．１西ドイツ、対外経済法施行

9.30経済協力開発機榊(OECD)発足(欧州

経済協力機構くＯＥＥＣ＞は発展的解消）

池
田

勇
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－２８６－

年号 日本銀行 金融一般

昭和36年

(1961年）

１０．１噸術預金制度の準備率を引上げ(預金残

高区分も改定）

１０．４都市銀行に対する特別調充を実施〈61上Ｉ

まで）

11.15事務合理化審議室を事務合理化部と改

称

11.24米国銀行3行(チエース・マンハッタン、

ファースト・ナショナル･シティ、バンク.

オブ･アメリカ）との間に米ドル資金借入れ

契約調印(2億ドル、外貨準備補強策）

１２．１都市銀行6行に対し、輸出金融に関する

実態調査を実施

12.11外国為替資金貸付制度の適用範囲を拡大

１０．２来京・大阪･名古屋証券取引所で株式市

場第２部発足

１０．コ日本開発銀行、第１回外債発行契約に調

印(2000万ドル）

１０．４全国銀行協会連合会､貸出自主規制金利

を引上げ(日銀i専割適格商手1銭9厘→2銭）

１０．６大蔵省､国際収支改善対莱に即応した金

融機119の業務運営について通達

10.11大蔵省、信用取引規制を緩和(委託証拠

金率引下げ等）

1020大蔵省、海外渡航の制限を強化(国際収

支対策）

10.31オIノンピック協賛割増金付I佇蓄取扱準

１１Ⅱ公布

10.31大蔵省、中小企業金融対策として連用

部・簡保資金等による市中金融機関保有債

券の充展条件付買入れを実施(130億円、３７

年2月央まで計500億円）

１１．６大蔵省､建築投資の抑制措置につき通達

11.10農業近代化資金助成法･農業近代化助成

資金の設世に関する法律・農業信用基金協

会法各公布施行

11.13増資等調整懇談会､増資繰延べを申合－t士

11.17企触制度調査会、外国為替専門銀行(束

京銀行)の資金調達方式に関し答申(債券発

行を認めることとする）

12.25政府、輸入保証金制度を一部綬和(工業

用原材料の輸入1m保率引下げなど）

昭和37年

(1962年）

1.31米国市中銀行7行とのＭ１に、ワシントン

輪111入銀行保証による米国農産物等輸入借

款契約調印(借入限度1億2500万ドル、３８年

７月２日完済）

２．２政保偵の光戻条件付買入れを実施(700

億円）

1.16大蔵省、対外支払通貨の制限を撤廃

1.191ＭF理事会、わが国の惜入申請(3億500

万ドル)を承認

1.19束京銀行、スイス市中銀？ｉｆ3行との間に

機械借款契約締結(3000万スイス・フラン）

1.31特別円問題の解決に関するﾛタイ新協

定、バンコクで調印(96億円、８年間払い）

２．８大阪府・市、西ドイツで1億マルクの外

償発行契約に調印(外債発行市場､戦後はじ

めてヨーロッパに拡大）



昭和３６年～昭和３７年

－２８７－

(1961年～1962年）

政治・経済等 海外

首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

10.13政府、国際収支改善策として公共事

業・財政投麟資等の繰延べ、民間建築投

資の抑制措磁等を決定

１１．１年金福祉躯業団法公布施行

１１．１畜産物の価格安定等に関する法律公

布施行

１１．２第１回日米貿易経済合同委員会、箱根

で開催(4日まで）

１１．７宅地造成等規制法公布(37年２月１日施

行）

１１．９臨時行政調査会設置法公布施行

11.13低開発地域工業開発促進法公布施行

11.13水資源開発促進法･水資源開発公団法

公布(前者即日、後者37年２月16日施行）

11.13産炭地域振興臨時措孟法公布施行

11.15災害対策基本法公布(37年７月10日施

行）

12.21政府、輸入自由化品目拡大(自由化率

70％）

12.26政府、初の農業白書を発表

１．９日本国に対する戦後の経済援助の処

理に関する日米協定(ガリオア･エロア返

済協定)調印(９月11日発効、１５年1111に4億

9000万ドル返済）

２．２日米関税引下げ協定調印

2.15臨時行政調盃会発足

2.15公正取引委貝会と中小企業庁､下請代

金支払遅延防止につき各界に要調

10．５英国、公定歩合引下げ、７→6.5％

11．２英国、公定歩合引下げ、6.5→6％

12.1310か国蔵相会議、ＩＭＦ強化案で合意

１．５１ＭF理事会、基金の資金強化策とし

て一般借入れ取決めを決定(8日、日本を

含む主要工業国く10か国＞による総額６０

億ドルのスタンドバイ・クレジット供与

協定を発表、１０月24日発効）

池
田
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人
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－２８８－

年号 日本銀行 金融一般

昭和37年

(1962年）

３．２政保憤の充展条件付買入れを実施(700

億円､前回分と併せ４月７日以降５月10日まで

に売戻し完了）

３．７第２次インド円借款に基づく融資円によ

り決済される輸出関係所要資金に輸出貿易

手形制度を適用

3.13ニュージーランド準備銀行名義預り金

勘定を開設

４．２第４回ＳＥＡＮＺＡ中央銀行職員業務研修

を開催(６月９日まで）

4.18都市銀行10行に対し､大蔵省と共|剛して

37年度設傭投資に関する特別調査を実施

5.10発券局と出納局を統合し発券局とする、

外国為替局と為替管理局をを統合し外国為

替局とする

5.１０パキスタン円借款に基づく融資円によ

り決済される輸出関係所要資金に輸出貿易

手形制度を適用

5.31山際総裁､記者会見で買いオペを経済拡

大仁伴う必要通貨の供給方法として貸出な

みに機動的に実施できるようにしたい旨発言

６．１外国為替資金貸付制度改正(引当対象手

形につき、期間5か月超1年以内の外貨表示

期限付輸出手形にも適用）

6.16コール市場正常化を図るため､日本銀行

主催第１回コール懇談会を開他(銀行・短資

会社・保険会社・証券業者等が参加）

6.29BISに米ドル預金勘定を開設

７．４日本銀行券発行限度を1兆2500億円に改

３．８郵便貯金法の一部改正公布(４月１日施

行、預入限度引上げ30万円→50万円）

3.22住宅金融公庫法の一部改正公布(４月１日

施行、業務拡大）

3.24農林漁業金融公庫法の一部改正公布(４

月１日施行、業務拡大）

3.27商工組合中央金庫法等の－部改正公布

（余資運用制限の緩和など）

3.31国民貯蓄組合法の一部改正公布(４月１日

施行、非課税限度引上げなど）

3.31企業年金信託制度実施に伴う関係諸法

令(法人税法･所得税法･信託業法等の一部

改正)公布(いずれも４月１日施行）

４．１来京･大阪証券取引所、債券市場におけ

る一般公社債の売買取引を停止

４．２大蔵省､信用金庫の事業地域の制限を緩

和

4.19国民貯蓄組合法施行規IlUの一部改正公

布施行(公社債投資信託を国民貯蓄組合の

免税対象に組入れ）

4.25大職省箆商社等の現地借入れ自粛を要諦

4.27外国為替銀行法の一部改正公布施行(償

券発行を認める）

5.24大蔵省､本邦外国為替銀行に対し、現地

借入の保証につき一定の指導ラインを設定

し自粛を要請

6.11大蔵省､甲種外国為替銀行を対象に外貨

準備金制度を実施(特定の外貨憤務に対し

一定の瀧備率を乗じた額を最低準備金とし

て流動性外貨資産で保有させる､準備１１N120％）

6.13都市銀行・長期倍用銀行13行、４大証券

に対する公社債担保金融の実施を決定

6.19束京銀行償の発行条件決定

6.21大蔵省､金融機関に対し預貯金等の特利

等の自粛について、証券業者に対し業務運

誉の適正化についてそれぞれ通達

6.23大蔵省､$１１小企業金融対策として資金運

用部資金による市中金融機関保有金融仮の

売戻条件付買入れを決定(28日80億円、７月

25日70億円実施）

７．６Ｌ1本輸出入銀行､融資対象に中期廷払い



昭和３７年

－２８９－

(1962年）
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３．６エカフェ総会、東京で開催

3.2９阪神高速道路公団法公布施行

3.31簡易保険郵便年金福祉事業団法公布

施行

3.31物品税法公布(４月１日施行）

４．２国税通11Ｉ法公布(大部分４月１日施行）

4.30輸出会議令公布施行

4.30産炭地振興事業団法公布(７月１日施

行）

５．８財政制度審議会令公布施行

5.10新産業都市建設促進法公布(８月１日施

行）

5.１０海外技術協力事業団法公布施行

5.11石油業法公布(７月10日施行）

5.15不当景品類および不当表示防止法公

布(８月15日施行）

5.23国立がんセンター開設

6．２ばい煙排出規制法公布(12月19日施

行）

6.21日本・EEC関税相互引下げ協定調印

３．１ニューヨーク連邦準備銀行とフラン

ス銀行、5000万ドルのスワップ協定調印

(以後、欧ﾘl､l諸国・カナダ・日本の中央銀

行、相次いで同様の協定締結）

3．８英国、公定歩合引下げ、６→5.5％

3.187ランス･アルジェリア間に停戦協定

調印(エビアン協定､７月３日アルジェリア

正式独立）

3.22英国、公定歩合引下げ、5.5→5％

4.26英国、公定歩合引下げ、５→4.5％

5.28ニューヨーク株価､1929年10月に次ぐ

大基落

6.１０韓国、デノミネーション実施(10ホヮ

ンを1ウォンに）

7.20米国､米国人の金貨の輸入および海外

池
田

剪
人
〈
第
二
次
）

水
田

三
喜
男

〈
第
二
十
代
）
山

際
正

道



－２９０－

年号 日本銀行 金融一般

昭和37年

(1962年）

定(従来は1兆1500億円）

８．２政保憤の売展条件付買入れを実施(300

億円、１３IEIにも200億円、１１月７日光戻し）

１０．１ワシントン輸出入銀行から供与を受け

た綿花借款関係連用:11F務終了

１，．１世銀債500万ドルを引受け

10.1,「日本銀行八十年史｣を刊行

10.１０国際開発協会の融資円により決済され

る輸出関係所要資金に輸出貿易手形制度を

適用

10.27公定歩合引下げ(商業手形割引歩合1厘

；l下げ、１銭9厘）

１１．１地価預金制度の準術)+(を９「「げ

１１．１いわゆる新金融調節方式を突施､①貸出

限度額適Ｈ１制度実施(貸出限度額の80％ま

では股低歩合、それを超える貸出について

は基準歩合の3厘高､限度額オーバーに対し

ては1銭高の高率を適用､これに伴い従来の

高率適用制度を廃止)②俄券の充展条件付

買入れ制度実施

１１．１計理kijを経理局と改称

11.27公定歩合引下げ(商業手形割；|歩合1厘

引下げ、１銭8厘）

輸出金融品目を迫力Ⅱ

7.13政府、国述債500万ドルの引受けを決定

7.19来京銀行､ワシントン輸出入銀行との間

に第１２次綿花借款契約締結(6000万ドル）

8.21阪抑高速道路債券令公布施行

９．３大蔵省､相互銀行および信用金庫の信用

供与liI1限につき通達(大I｣融資規制）

９．１２日立製作所､ニューヨークで転換社債を

発行(総額1650万ドル､初の外貨連転換杜憤）

９．２５大蔵省､特利預金の実態調在結果を発表

109大蔵省、４大証券に対し営業態度・経営

内容につき警告

10.31全国銀行協会連合会､貸出自主規制金利

を；|下げ(日銀再割適格商手2銭→1銭9厘）

10.31全国銀行協会連合会･信託協会･生命保

険協会・日本損番保険協会、今後協調して

株価安定対莱に当たることを申合せ

１１．１短資協会設立

11.15短資協会理事会､コール標準レート廃止

を決定

11.3Ｏ全国銀行協会連合会､貸出自主規制金利

を引下げ〈日銀再割適格商手1銭9厘→1銭８

厘）

１２．１束海銀行･第一信託銀行、信託業務を分

離し本年８月開業の中央信託銀行に磯渡､第

一信託銀行は朝日銀行と改称(これによ'）

信託兼営の都市fR行は大和銀行のみとなる）

１２．５大蔵省､中小企業金融対策として資金連

用部・iWi保資金等による市中金融機関保有

金融債の充展条件付買入れを実施(150億円）

12.13政府、輸入保証金制度を緩和(日本銀行

への再預託制廃止）

１２.10東京証券業協会、店頭取；|規制を決定

(店頭株登録制度は38年１月411から､売買他

段の発表は２月１日から）

昭和38年

(1963年）

１．８売戻条件付XT入れ対象偵券の範囲を拡

大(従来の政保債のほかに艮期'五1償･利付金

融憤・電力償および適格地方｛Hを迫力Ⅱ）

１．９大蔵省､外国為替銀行に対する現地貸お

よび現地借入れ保証の制限を撤廃

1.11大蔵省、外貨堆備金制度の連用を強化



昭和37年～昭和38年

（1962年～1963年）

－２９１－

政治・経済等 海外
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9.21政府、景気調整策の緩和を閣議決定

１０．１政府、原iItlなど230品目の輸入を自由

化(自由化率88％）

１０．５政府、全国総合開発計画をIMI議決定

１１．９日中総合貿易に関する覚書に調印

11.14日英通商航海条約調印

12.27日中民間貿易促進のための議定書に

調印

12.28公正取引委員会､八幡製鉄ほか20社申

鋼の中型形鋼の不況カルテルを認可(3８

年３月末まで）

1.1７日本経営者団体連盟、「日本経済と賃

金問題｣を発表し、コスト・インフレのお

それを強調

保有を1963年１月１日以降禁止する旨の大

統領令を布告

101ｌ米国、通商拡大法成立

10.22ケネディ米国大統領､キューバの海上

封鎖を宣言

１．１フランス・フランの新旧区別を廃止

1．３英国、公定歩合引下げ、4.5→4％
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－２９２－

年号 日本銀行 金融一般

昭和38年

(1963年）

2.11渉外部廃止､外国為替局を外ｌＺｌ局と改称

2.11門可事務所を北九ｌｌ､|支店に昇格

３．１大蔵省と共同して金融機関の歩積･両建

預金特別調査を実施

3.20公定歩合引下げ(商業手形割引歩合1厘

引下げ､１銭7厘)、同時に貸出限度額以内の

貸出のうち最低歩合適用限度額を超える貸

出に通川する高率を1厘高(従来3厘高)に改

ぬる

４．１預金残商が200億円を超える相互銀行。

信用金庫に対し新たに準備預金制度の準備

率を設定(定期性預金0.25％､その他の預金

ｑ75％）

4.20公定歩合；|下げ(商業手形割引歩合1厘

；|下げ、１銭6厘）

4.22外国為替相場変ｍｌｌ幅の拡大に伴い､大蔵

省と連絡をとりながら為替平衡操作を実施

することとする

(準備率20％を､対象債務残商が37年12月中

平均残高を上回った分について35％とする）

'･'４全国銀行協会連合会､当座小切手の横習

様式の採用・規格統一を決定(４月１日実施）

1.25保険審議会､扱害保険の体質改菩につき

答申

1.31本邦外国為替銀行12行､ベルギー銀行団

との間に機械借款契約締結(2億5000万ベル

キー・フラン）

2.12日本興業銀行､スイス市111銀行との間に

資本1M等借款契約締結(1000万スイス･フラ

ン）

2.22大蔵省､政府資金による市中金融機関保

有金触仮の売展条件付買入れを実施(150億

円）

３．４大蔵省､当面の金融問題を話合うため第

１回金触懇談会を開催(首相・蔵相・日銀総

蚊・金融証券界代表が参災）

3.25全国銀行協会連合会､貸出自主規制金利

を引下げ(日銀再割適格商手1銭8厘→1銭７

厘）

3.29余国銀行協会連合会、歩積･両建預金の

自粛措置を決定(４月６日全El相互銀行協会、

同30FI全国僧1m金庫協会も同様申合一せ）

3.3Ｏ林業信用基金法公布(６月27日施行）

3.31外貨公債の発行に関する法律公布(４月１

ロ施行）

3.31所得税法の一部改正公布(４月１Ｈ施行、

国民貯蓄組合法を廃止し、新たに少額預金

等の利子非課税制度を実施するなど、１人１

種1店舗に限り50万円まで非課税）

3.31中'1､企業振興資金助成法の一部改正(中

小企業近代化資金助成法と改称など)･中小

企業高度化資金融通特別会計法各公布(い

ずれも４月１日施行）

3.31住宅金融公庫法および日本住宅公団法の

一部改正公布施行(宅地債券制度の採用など）

４．８大蔵省、銀行の不動産取得･記念配当等

の規制を緩和(銀行行政の自由化）

４．８大蔵省､都道府県知事に対し信用組合の

新設規制など指導監督強化を要諦

4.11公正取引委貝会、歩積･両建預金に関し

各金融団体に警告

4.19全国銀行協会連合会、オーパーローン

是正問題に関し金融制度調在会に意見書を

提出(20日､経済団体連合会も意見書を提出）

4.22大蔵省、外国為替相場の変動幅を上下



昭和３８年
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２．５日ソ貿易支払協定調印

3.29日本・ビルマ経済技術協力協定調印

3.30国民経済計算審議会令公布(４月１日施

行）

3.31中小企業近代化促進法公布(４月lfl施

行）

４．１政府、銅塊･水銀等25品目の輸入を自

由化(自由化率89％）

４．４経済閣僚懇談会､生鮮食料品の価格安

定方針を決定

２．６１ＭF理ﾋﾞ1$会、ロ本に対する8条国移行

勧告を採択
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－２９４－

年号 日本銀行 金融一般

昭和38年

(1963年）

５．７都市銀行に対する窓口指導(貸出交定）
を停止

７．１貸出限度額以内の貸出のうち最低歩合

適用限度額を超える貸出に適用していた高

率(1厘商)を廃止(貸出限度額を超える貸出

に対する高率く1銭高＞は存続）

7.20ｐ本銀行券発行限度を1兆6000億円に改

定(従来は1兆2500億円）

7.22金融機関資金融通iIkⅡＩ廃止に伴い､従来

鴎時金利調整法上適用対象外であった上記

地11Ｉ上優先順位丙の貸出についても臨時金

利調整法に基づく金利の股高限度の適用対
象とする

９．２寄託券制度を改正(新たに災;!f寄託制度
を設ける）

05％から0.75％に拡大､また外国為替銀イ
の対顧客直物売買相場を自由化

4.25宅地償券令公布施行(７月１日､第１回募』
開始）

4.25全国銀行協会連合会､貸出自主規制金禾

を引下げ(日銀再割適格商手1銭7厘→1銭Ｉ
皿）

５．８政府、第２回産業投資米貨公債を発イミ
（2750万ドル）

５．９金融制度調在会、オーバー･ローンの是
正に関し答申

6.101'１小企業投資育成株式会社法公布施1う
（東京・大阪・名古屋に設立）

6.10貯蒋増強中央委員会、貯蓄白書(安定1３１

長のために・貯蒋の理論と実態)を発表

7.1,明治32年発行の英貨公債を償還する等

のため発行する外貨公債に関する特別措掴

法公布施行

7.12郵便貯金法の一部改正公布(８月10日施

行、郵便貯金の利率を政令で定めうること
に改定）

7.19来京証券取引所株価､ケネディ教欝によ

り暴落(ダウ平均64円41銭安と関所釆の下
げ幅）

7.22金融緊急措置令を廃止する法律公布施行
7.22大蔵省､金触機関資金融通地ＨＩの廃止を
告示

7.27日本証券金融㈱､株価対策として緊急融
資を実施

7.29Ｕ本証券金融㈱、公社債市場の育成･正

常化を図るため公社債引受金融を実施
7.3O東京証券業協会､株価対策として業界共

同の株式プール機関の設置構想を発表

9.21全国相互銀行協会､債務者預金比率の引

下げ措撒につき各行に通知(全国信用金庫

協会も39年１月27日に同様措置を決める）
9.27n本道路公団､世銀からの借款契約に調

印(7500万ドル）



昭和３８年

(1963年）

－２９５－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

５．４日仏通商協定調EII

6．８日本原子力船開発事業団法公布施行

6.24横浜･神戸の生糸相場、戦後最高値を

記録

6.28大蔵省､資本取引の自由化を発表(7月

１日実施､対内直接投資のうち株式の元呆

送金規制の級和など）

７．１海運業の再建整備に関する臨時措置

法公布施行

７．１金属鉱業等安定臨時措置法公布施行

７．０海外移住事業団法公布施行

7.１０近畿圏轄備法公布施行

7.11新住宅市街地開発法公布施行

7.11老人福祉法公布(８月１日施行）

7.12政府､新産業都市建設促進法に基づく

新産業都市13か所および工業整備特別地

域6か所を閣議決定

7.20中小企業基本法公布施行

８．２金利平衡税問題に関する日米共同声

明発表(日本経済に困難が生じた場合大

統領権限で考蝋、日米合同経済協議特別

委員会の設置など）

8.27日米綿製品取決め調印

8.31政府、輸入自由化品目追加(自由化率

92％）

5.16かツトIMI僚会議、ジュネーブで開催

(21日まで､関税一括引下げくケネディ.

ラウンド＞の基本方針を決定）

6.20米国・ソ連間直通通信(ホット．ライ

ン)協定調印

7.17米伝l、公定歩合引上げ、３→3.5％

7.18米国大統領､金利平衡税の新設､IＭＦ

との5億ドルのスタンド・パイ・クレジッ

ト取決め等を含む国際収支改善に関する

特別教書を議会に提出

7.260ECD、日本の加盟を承認

８．５米・英・ソ3か国、部分的核実験停止

条約調印(10月10日発効）

9.1６マレーシア連邦発足
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－２９６－

年号 日本銀行 金融一般

昭和38年

(1963年）

1ｑ２９ニューヨーク連邦堆備銀行との間に､ス

タンドパイ形式で極度額'億5000万ドルの

１１．ドル・スワップ取決めを締結

11］日本銀行券(C)千円券を発行

12.16堆備預金制度の鞭i備率を－部引｣1げ

１０．５大蔵省、都市銀行の預金残高1兆円台乗

せ競争に警告

１１．２外国為替符理令の一部改正政令･貿易外

取；|の符理にｌｌＬｌする省令各公布(いずれも

20[｣施行、貿易外取；|の大幅自由化）

11.134大証券会社、米国株式の公募引受けに

初参加(フォード自動車株式）

11.25来京証券取引所株価､米国大統領暗殺の

報で暴落

１２．５大蔵省､市中金触機関保有金磁憤の売戻

条件付買入れを実施(250億円）

12.24全国銀行協会連合会、歩積･両建預金の

自粛措置を決定(苦悩処理機関の設置･拘束

性預金比率の引下げ・その他自粛措置の微

底等）

昭和39年

(1964年）

1.10市''１銀行に対する貸出増加額規制の実

施を決定(四半期単位で貸出増加額の基準

を示して市iIq貸(1)の増加を規制く窓口指導

復活＞）

1.20債券買入れおよび完展し手続き改正(充

房期限到来の債券の売民しを必要によ')１

年延長できることとする）

３．９IHo1j蔵相･'１１際総裁、参議院予算委員会

において日本銀行法の早期改正を望む旨発
言

3.18公定歩合引上げ(商業手形割;|歩合2厘

引上げ、１銭8111）

1.20市中銀行14行および4大証券会社、株式

市況安定・資本市場育成のため日本共同証

券㈱を設立

1.24大蔵省･労働省、社内預金の取扱い厳正

化について通達

２．１労働省、社内預金の実態を発表

３．４政府､産業投資スイス賃公債5000万スイ

ス・フラン(約1150万ドル)を発行

３．６Ｈ本共同証券、株式の第１次買入れ実施

3.１０大蔵省､市中金触機関保有金融債の売戻

条件付興人れを実施(3～４月合計300億円）

3.16日本輸出入銀行法の一部改正公布(４月１

Ⅱ施行、本邦銀行の海外円借款供与に伴う

貸付債権保証業務を迫力Ⅱ）

3.18政府、輸入保証金制度を強化(日本銀行

への再預託制再開）

3.18大蔵省､外国為替銀行の現地貸および現

地借入れ保証の自粛を要嫡

3.23全国銀行協会連合会､賃{１１自主規制金利

を引｣二げ(しl銀再割適格商手1銭6厘→1銭８
厘）



昭和３８年～昭和３９年

（1963年～1964年）

－２９７－

政治・経済等 海外

首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

10.19日本郵船･三菱海運、合併契約に調印

(12月19日、大阪商船･三井船舶も同様調

印）

10.23衆議院解散

10.26わが国初の原子力売地成功

11.21第30回衆議院議貝総選挙

１２．９第３次池田内閣成立

１．９公正取引委員会､長期間にわたる価格

硬直化品目を発表

1.24政府、物価安定対策(公共料金の年内

据置き等14項目)を決定

2.17政府、ＩＭＦに対し４月１日から8条国に

移行する旨通告

2.28政府、初の中小企業白書を発表

2.29Ｈ本鉄道建設公団法公布施行

3.31租税特別措置法の一部改正公布(４月１

ロ施行、輸出割増償却の拡充、海外市場

開拓準備金・海外投資損失fIL備金の新設

など）

3.31輸入貿易管理令の一部改正公布(４月１

日施行、非自由化物資の輸入に関し、外

賃資金割当てから数最割当てに改正等）

3.31産業櫛造審議会令公布(産業概造調在

会廃止）

3.31法人登記規11ﾘ公布(４月１日施行）

１０．２１０か国蔵相・中央銀行総裁会議(G10）

開催、Ｉ玉I際流1uj性問題について検討を開

始

10.22束欧経済相互援助会議(コメコン)､振

替ルーブルによる多角決済の実施と国際

経済協力銀行の設立に関する協定に調印

(1964年１月１日発効）

11.22ケネディ米国大統領、暗殺される

2.27英国、公定歩合；|上げ、４→4.5％

3.111ＭF理事会、日本の8条国移行を承認

3.23第１回国連貿易開発会議(UNCTAD)、

ジュネーブで開催
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－２９８－

年号 日本銀行 金融一般

昭和39年

(1964年）

4.301ＭF8条国移行後における円の侶溺補

強等のため、ニューヨーク連邦準傭銀行と

の取決めに基づき初のスワップ取引を実行

(引出し米貨5000万ドル､全額米国財務省証

券に運用、１０月末完済）

5.15債券売買対象先に日本銀行当座預金取

り|先の相互銀行・信用金庫を追加

６．４輪出展水産物共販会社振出手形を日本

銀行割引適格手形として認める(従来は担

保適格扱い）

6.27外国局に国際金融問題担当の外事審議

役を置く

７．３外国為替銀行に対し､短期外資取入れの

鼠的規制を実施(さしあたり甲種外国為替

公認銀行12行を対象）

７．８日本銀行券発行限度を1兆8500億円に改

定(従来は1兆6000億円）

8.21外国為替資金貸付制度の適用範囲を拡

大(インドネシア向け綿布･染料の延払い輪

{}Iにかかる所定期間の手形を引当対象とし

て認める）

９．４証券会社に対し、日本証券金融㈱を通じ

る特別融資の実施を決定(株価安定対策と
して）

3.31外国為替及び外国貿易管理法および外

資に関する法律の一部改正公布(４月１日施

行、外国為替予算制度の廃止など）

3.31閣族審議会令の廃止政令公布(４月１日施

行）

3.31日本開発銀行法の一部改正(土地造成資

金貸付の追加)･商工組合中央金庫法の一部

改正(外国為替業務の追加)各公布(いずれ

も４月１FI施行）

3.31水資源開発債券令公布施行

４．１大蔵省､観光渡航を1人1年１回500ドルの

範囲内で自由化

4.2、オリンピック東京大会記念のための千円

の臨時補助貨幣の発行に関する法律公布施行

4.20中小企業金融公庫法の一部改正公布施

行(中小企業債券の発行を認める）

4.221L1本道路公団､世銀からの借款契約に調

印(5000万ドル）

６．１政府、産業投資ドイツ貨公債2億ドイ

ツ・マルク(約5000万ドル)を発行

6.25衆議院大蔵委貝会、歩積･両建規制に関

し決議、大蔵省は全国銀行協会連合会に対

し自粛の徹底と歩積・両建預金に関する報

告書の徴求について通達(他の金融団体に

ついても後日通達）

6.25大蔵省､市111金触機関保有金融債の売戻

条件付買入れを実施(200億円）

８．１第一銀行、朝日銀行を吸収合併

８．１大蔵省､外貨準備金の最低flL備率を引｣二

げ(20％→25％）

9.17大蔵省､証券市場対策の基本方針を決定

(日本共同証券の資力拡充･日本証券金融㈱

を通じる日本銀行特別融資・墹資調整等）

9.21オリンビック来京大会記念百円銀貨を

発行

9.25増資の調整に関する懇談会、４０年2月以



昭和３９年

(1964年）

－２９９－

政治・経済等 海外

首
相

大
蔵
大
臣

錨
裁

日
本
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４．１日本、ＩＭＦ8条国に移行

４．１政府、輸入自由化品目追加(自由化率

９３％）

4.25沖細援助に関する日米協議委瓜会発

足

4.28日本､経済協力開発機構(OECD)に正

式加盟

5.21外資審議会､外国出資51％以上の合併

会社の設立を認可

６．１大蔵省、酒類販売価格の統制を廃止

６．１新三菱亟工･三菱造船･三菱日本重工

の3社合併し、三菱重工業㈱発足

6.16新潟地震発牛

７．３工業整備特別地域整枡i促進法公布施行

７．９住宅造成事業に関する法律公布(10月

１日施行）

７．９林業基本法公布施行

7.11近気事業法公布(40年７月１日施行）

９．７１ＭＦ･世銀・第２世銀･IFC合1可の年次

総会､東京で開催(11日まで､IMFjii資案

等を採択）

9.17羽田空港･浜松町間モノレール営業開

始

７．６EEC第１回中央銀行総裁会議、バーゼ

ルでI淵催

7.280ECD理事会、日本が申請した自由化

留保18項目を承認

８．２トンキン湾事件おこる(米艦が北ベト

ナム魚雷艇に攻撃されたと米国政府発

表、米軍のベトナム介入本格化）

8.10G10､IMF増資の勧告など国際流血b性

に関する共同)部明を発表

8.310ECD､初の対日年次経済報告を発表

（各国の対日差別の緩和を要望）

９．３米国､金利平衡税法成立(1963年７月1８

日にさかのぼり発効）
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－３００－

年号 日本銀行 金融一般

昭和39年

(1964年） 101世銀債500万ドルを引受け(満期償還分

と|IJI額）

10.23日本共同証券が資金調達のため融資先

あてに振出した手形の優遇措置を実施(適

格担保扱い､貸出限度額適用上の特例など）

11.25Ｈ本銀行を含む主要11か国中央銀行。

BIS･米国輸出入銀行、イングランド銀行と

の間に30億ドルのクレジット取決めを締結

(その一環として日本銀行はイングランド

銀行との111】に、スタンドバイ形式により限

度5000万ドル･期間3か月の信用供与取決め

を締結）

１２．４日本共同証券に対し、11本証券金融㈱を

通じる特別融資を実施

12.16準備預金制度の準備率を一部引下げ

12.17山際総裁辞任､第21代総裁に宇佐美洵が

就任

降の増資抑制を申合せ

１０．２オリンビック東京大会記念千円銀貨を

発行

１０．９金融制度調交合､安定成長を確保するた

めの企業金融のあI)方に関する特別委員会

を設置

10.2Ｏ日本開発銀行、ルクセンブルクでユー

ロ・クラ_償を発行(2000万ドル）

11.13大蔵省､中小企業の倒産防止に金融機関

の協力を要請

11.30大蔵省､市中金融機関保有金融債の売戻

条件付買入れを実施(500億円）

12.25大蔵省、５年ぶりに大蔵省証券を発行

（200億円、２８日さらに250億円発行）

12.25日本共同証券､担保不足のため経済団体

述合全会貝会社有志から株式を借入れ(4０

年２月までに251億円借入れ）

昭和40年

(1965年）

１．９公定歩合引下げ(商業手形割引歩合1厘

引下げ、１銭7厘）

1.19日本証券保有組合に対し､日本証券金融

㈱を通じる特別融資の実施を決定

2.13大蔵省、日本銀行法改正案を決定(新聞

発表）

3.19吋ビルマ縫済技術協力に伴う輸出関係

所要資金に輸出貿易手形制度を適用

3.2ｺ大蔵省､日本銀行法改正案の国会挺出を

断念

1.12証券業界､余剰株式の棚上げ機関として

日本証券保有組合を設立

1.14全国銀行協会連合会､貸出自主規制金利

を引下げ(日銀再割適格商手1銭8厘→1銭７

匝）

1.19全国銀行協会連合会､信用取引純化対策

を決定(統一手形用紙の使用･不滅処分の強

化など）

1.21IEI本証券保有組合、株式の第１次買入れ

を実施

2.13全国信用金庫協会､コール運用を資金量

の2割以内に抑えることを申合せ

2.24Ｆ1本経済調在協議会､公債問題に関する

提言を発表

3.26郵便貯金法の一部改疋公布(４月１日雄

行、預人限度引上げ50万円→100万円）
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